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『
豊
子
』

に
つ
き
、

八
篇
が
快
け
て
い
る
も
の
の
、
前
漢
末
期
の
劉
向
校
書
一
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
面
貌
を
今
日
に
惇
え
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

『漢
書
』
義
文
志
に
は
「
豊
子
七
十

一
篇
」
と
あ
る
。
現
行
本
に
も
、
親
士
第
一
か
ら
雑
守
第
七
十

一
ま
で
あ
り
、
十

現
行
本
は
、
そ
の
内
容
か
ら
お
よ
そ
六
類
に
分
か
た
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

l 

親
士
第
一

l
三
揖
第
七

2 

尚
賢
上
第
八
!
非
命
下
第
三
十
七

3 

非
儒
上
第
三
十
八

・
非
儒
下
第
三
十
九

4 

経
上
第
四
十
!
小
取
第
四
十
五

5 

耕
柱
第
四
十
六
l
口
口
第
五
十



6 

備
城
門
第
五
十
二

l
雑
守
第
七
十

で
あ
る
。

(
1
)
 

筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
六
類
の
う
ち
1
1
5
諸
篇
の
成
書
過
程
に
つ
き
、
お
よ
そ
の
私
見
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
こ
れ
に
引

き
績
き
、

6
備
城
門
第
五
十
二

l
雑
守
第
七
十
一
の
兵
技
巧
諸
篇
を
考
察
の
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
龍
、
兵
技
巧
諸
篇
は
、
『
墨
子
』
の
他
の
部
分
と
ほ
と
ん
ど
語
棄
を
共
有
せ
ず
、
濁
自
の
著
作
群
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い

て
も
、
清
代
に
墨
子
研
究
が
再
開
し
て
の
ち
、
特
定
の
語
棄
を
根
擦
に
、
戦
園
秦
地
の
作
、
さ
ら
に
は
前
漢
以
降
の
作
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。こ

れ
ら
の
議
論
は
、
文
献
を
材
料
に
進
め
ら
れ
た
が
、
戦
園
期
に
つ
い
て
は
、
秦
に
関
わ
る
記
述
が
量
的
に
豊
富
で
、
か
つ
程
系
的
で
あ
る

の
に
封
し
、
そ
れ
以
外
の
諸
国
に
関
わ
る
記
述
は
断
片
的
で
あ
る
と
い
う
資
料
的
制
約
が
あ
り
、
兵
技
巧
諸
篇
の
語
棄
が
秦
に
関
わ
る
記
遮
に

見
え
る
と
い
う
事
賓
は
、

一
方
で
、
そ
れ
ら
の
語
棄
が
秦
以
外
の
諸
国
で
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
誼
明
で
き
ぬ
以
上
、
兵
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技
巧
諸
篇
が
秦
地
の
作
で
あ
る
こ
と
を
排
他
的
に
主
張
し
え
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

一
九
七

0
年
代
以
降
、
出
土
文
字
資
料
が
大
量
に
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
資
料
的
な
僚
件
が
大
幅
に
向
上
し
た
。
す
な

わ
ち
、
第
一
に
、
湖
北
雲
夢
睡
虎
地
・
龍
山
岡
秦
簡
の
護
見
に
よ
り
、
戟
園
後
期
l
統
一
期
の
秦
の
賓
際
の
制
度
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

こ
れ
に
封
し
、

っ
た
。
第
二
に
、
山
東
臨
肝
銀
雀
山
漢
衡
の
い
わ
ゆ
る
『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
に
は
、
兵
技
巧
諸
篇
と
共
通
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ

れ
が
後
述
の
知
く
戟
園
斉
地
の
著
作
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
秦
・
斉
の
異
同
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
一
一
一
に
、

湖
北
江
陵
張
家
山
M
二
四
七
漢
簡
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
秦
・
漢
の
推
移
を
窺
い
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
兵

(
2
)
 

技
巧
諸
篇
の
評
慣
が
展
望
さ
れ
う
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
を
全
面
的
に
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
技
巧
諸
篇
の
成
書
過
程
の
一
端
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

209 

な
お
本
稿
の
史
料
引
用
は
、
基
本
的
に
表
現
の
比
較
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
訓
讃
は
行
わ
な
い
。
ま
た
原
文
引
用
に
つ
い
て
は
、
論
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旨
に
支
障
の
な
い
限
り
、
仮
借
字

・
常
用
字
に
適
宜
改
め
て
い
る
。

第

一
章

兵
技
巧
諸
篇
の
構
成

孫
詰一
議

『墨
子
問
斗一一間
』
は
、
備
城
門
第
五
十
二
!
雑
守
第
七
十

一
の
兵
技
巧
二
十
篇
の
編
目
を
、

五
十
二
備
城
門
、

五
十
三
備
高
臨
、

五
十
四

(備
鈎
ワ

)、
五
十
五

(備
衝
ワ
)、
五
十
六
備
梯
、

五
十
七

(倫
理
?
)
、
五
十
八
備
水
、
五
十

九

(備
空
洞
っ

て

六
十

(?
)、
六
十
一
備
突
、
六
十
二
備
穴
、
六
十
三
備
蛾
傍
、
六
十
四

(備
鞍
組
?
)、
六
十
五

(備
軒
車
ワ

)、
六
十
六

(?
)
、
六
十
七

(?
)、
六
十
八
迎
敵
嗣
、
六
十
九
旗
職
、
七
十
競
令
、
七
十

一
雑
守
、

と
復
元
し
て
い
る
。
備
城
門
に

禽
滑
麓
問
於
子
墨
子
日
、
由
聖
人
之
一言
、
鳳
鳥
之
不
出
、
諸
侯
昨
段
周
之
園
、
甲
兵
方
起
於
天
下、

大
攻
小
、
強
執
弱
、
吾
欲
守
小
園
、
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筋
之
奈
何
、
子
墨
子
日
、
何
攻
之
守
、
禽
滑
麓
釘
目
、
今
之
世
常
所
以
攻
者
、
臨

・
鈎

・
衝
・
梯

・
埋

・
水

・
穴

・
突

・
空
洞
・
蟻
傍

・

積
轍

・
軒
車
、
敢
問
{寸
此
十
二
者
奈
何
、
子
豊
子
日
、
我
城
池
治
、

{寸
器
具
、
推
粟
足
、
上
下
相
親
、
又
得
四
都
諸
侯
之
救
、
此
所
以
持

也
、
且
{寸
者
錐
善
、
則
猫
若
不
可
以
{寸
也
、
若
君
用
之
守
者
、
又
必
能
乎
守
者
、
不
能
而
君
用
之
、
則
強
若
不
可
以
守
也
、
然
則
{寸
者
必

善
、
而
君
算
用
之
、
然
後
可
以
守
也
、
凡
{
寸
園
城
之
法
、
:
:
:

と
あ
り
、
臨
l
軒
車
の
「
十
一
一
者
」
の
攻
具
が
奉
げ
ら
れ
て
お
り
、
果
た
し
て
現
行
本
で
は
、
備
城
門
に
つ
づ
き
、
備
高
臨

・
備
梯

・
備
水

・

備
突

・
備{八

・
備
蛾
停
の
諸
篇
が
並
ん
で
お
り
、
備
城
門
の
奉
げ
る
十
二
種
の
順
番
に
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
備
城
門
を
線
論
、
備

高
臨
以
下
を
各
論
に
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
劉
向
に
由
来
す
る
現
行
本
兵
技
巧
諸
篇
の
編
次
に
つ
い
て
は
有
数
な
説
明
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
備
高
臨

・
備
梯

・
備
水

・
備
突

・

備
{八

・
備
蛾
側
諸
篇
が
本
来
的
に
一
個
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
備
高

臨

・
備
梯

・
備
穴

・
備
蛾
停
の
篇
首
に
は
、

墨
子
と
禽
滑
置
の
問
答
が
置
か
れ
る
。



禽
子
再
拝
再
奔
目
、
敢
間
遁
人
積
土
矯
高
、
以
臨
吾
城
、
薪
士
倶
上
、
以
矯
羊
勝
一
川
、
蒙
櫓
倶
前
、
逮
属
之
城
、
兵
琴
倶
上
、
篤
之
奈
何
、

子
墨
子
日

子
間
羊
繁
之
守
邪

羊
斡
者

備
高
臨

禽
滑
藍
子
事
子
墨
子
三
年
、
手
足
併
抵
、
面
目
禦
黒
、
役
身
給
使
、
不
敢
問
欲
、
子
墨
子
其
哀
之
、
乃
管
酒
塊
臓
、
寄
子
大
山
、
昧
菜

坐
之
、
以
樵
禽
子
、
禽
子
再
拝
市
嘆
、
子
墨
子
日
、
亦
何
欲
乎
、
禽
子
再
奔
再
奔
目
、
敢
問
守
道
、
子
墨
子
日
、
姑
亡
姑
亡
、
古
有
一
汁
術

者
、
内
不
親
民
、
外
不
約
治
、
以
少
開
衆
、
以
弱
軽
強
、
身
死
因
亡
、
震
天
下
笑
、
子
一
汁
慎
之
、
恐
篤
身
重
、
禽
子
再
拝
頓
首
、
願
遼
問

守
遁
、

目
、
敢
問
客
衆
而
勇
、
煙
資
吾
池
、
軍
卒
並
進
、
雲
梯
既
施
、
攻
備
巳
具
、
武
士
又
多
、
争
上
吾
城
、
篤
之
奈
何
、
子
墨
子
目
、

間
雲
梯
之
守
邪
、
雲
梯
者
、
:
:
:
(
備
梯
)

禽
子
再
奔
再
奔
目
、
敢
間
古
人
有
善
攻
者
、
穴
土
而
入
、
縛
柱
施
火
、
以
壊
吾
城
、
城
壊
或
中
人
、
鴛
之
奈
何
、
子
墨
子
目
、
間
穴
土

之
守
邪
、
備
穴
者
、
:
:
:
(
備
穴
)

禽
子
再
奔
再
奔
目
、
敢
開
通
人
強
弱
、
遼
以
博
城
、
後
上
先
断
、
以
矯
一

π程
、
斬
城
矯
基
、
掘
下
矯
室
、
前
上
不
止
、
後
射
鼠
疾
、

鴛
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之
奈
何
、
子
墨
子
日
、
子
間
蛾
停
之
守
邪
、
蛾
停
者
、
:
:
:
(
備
蛾
停
)

た
だ
ち
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
備
高
臨
・
備
梯
・
備
穴
・
備
蛾
停
の
四
篇
は
、
「
禽
子
再
奔
再
奔
目
、
敢
問
:
:
:
、
震
之
奈
何
、
子
墨
子

目
、
[
子
]
問
×
×
之
守
邪
、

×
×
者
、
:
:
:
」
な
る
共
通
の
書
式
を
も
ち
、
こ
れ
ら
が
ま
と
ま
っ
た
諸
篇
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
備
梯
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
り
、
「
禽
滑
賢
子
事
子
墨
子
三
年
」
以
下
の
地
の
文
の
あ
と
に
、
ま
ず
は
「
禽
子
再
拝
再
奔

日
、
敢
問
守
遁
」
と
、
「
守
道
」
な
る
包
括
的
な
聞
い
を
殻
し
、
墨
子
の
返
答
を
経
た
の
ち
、
ふ
た
た
び
「
敢
問
」
と
語
端
を
更
め
て
、
「
雲
梯

之
{
寸
」
に
つ
き
護
間
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
備
梯
の
冒
頭
部
分
が
四
篇
全
罷
の
線
論
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ほ
か
の
三
篇
に
「
禽
子
」
と
し

か
な
い
も
の
が
、
備
梯
に
限
っ
て
「
禽
滑
麓
子
」
と
あ
る
こ
と
も
こ
の
推
定
を
支
持
す
る
。

備
城
門
は
こ
れ
ら
四
篇
と
は
書
式
を
異
に
し
、
本
来
は
「
十
二
者
」
の
攻
具
へ
の
防
禦
法
を
論
じ
た
一
連
の
諸
篇
の
冒
頭
に
あ
っ
た
も
の
と

211 

思
わ
れ
る
。
現
行
本
は
、
備
城
門
に
始
ま
る
諸
篇
の
残
H

献
を
、
備
梯
に
始
ま
る
諸
篇
で
補
填
し
た
も
の
と
な
る
。
冒
頭
に
墨
子
・
禽
滑
賛
の
問
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(3
)
 

答
を
置
か
な
い
備
水
・
備
突
は
、
備
城
門
に
始
ま
る
諸
篇
に
属
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。

迎
敵
嗣

・
旗
峨

・
競
令
の
三
篇
は
、
形
式
上
は
相
互
に
濁
立
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
秦
漢
以
降
に
頻
見
す
る
「
吏
卒
」
の
成
語
が
こ
れ

(
4
)
 

ら
三
篇
と
備
城
門
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
や
、
後
遮
の
如
く
、
競
令
が
迎
敵
耐
を
引
用
す
る
こ
と
な
ど
、

一
定
の
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
。

雑
守
の
冒
頭
に
は

禽
子
問
目
、
客
衆
而
勇
、
程
意
見
威
、
以
駁
主
人
、
薪
土
倶
上
、
以
篤
羊
玲
、
積
土
矯
高
以
臨
民
、
蒙
櫓
倶
前
、
逮
属
之
城
、
兵
琴
倶
上
、

第
之
奈
何
、
子
墨
子
日
、
子
問
羊
玲
之
守
邪
、
羊
玲
者
、
・
:

と
、
備
梯

・
備
高
臨
な
ど
の
表
現
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

一
方
で
、

城
{
寸
司
馬
以
上
、
父
母
昆
弟
妻
子
有
質
在
主
所
、
乃
可
以
堅
守
署
、
都
司
空
大
城
四
人
、
候
二
人
、
懸
候
面
て
亭
尉

・
次
司
空
、
亭
一

人
以
上
ま
と
め
る
と
、
兵
技
巧
諸
篇
は
、

-
備
城
門

・
備
水

・
備
突
、

H
備
高
臨

・
備
梯

・
備
{八
・
備
餓
停
、

皿
迎
敵
嗣

・
旗
峨

・
競
令
、
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に
見
え
る
都
司
空

・
候
・
次
司
空
の
官
職
は
、
競
令
に
も
見
え
る
。

N 

雑
守
、

の
お
よ
そ
四
群
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

I
E
は
比
較
的
近
く
、

N
は
I
l
m
を
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

兵
技
巧
諸
篇
は
、

『皇室子
』
の
他
の
部
分
と
は
ほ
と
ん
ど
語
棄
を
共
有
し
な
い
が
、
備
城
門
「
大
攻
小
」
の
否
定
形
た
る
「
大
不
攻
小
」
が
、

(
5
)
 

十
論
の
う
ち
で
最
も
降
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
天
志
下
に
よ
う
や
く
見
え
る
こ
と
は
、
そ
の
お
よ
そ
の
年
代
を
示
唆
す
る
。

E
の
定
型
形
式
に

用
い
ら
れ
る
「
矯
之
奈
何
」
は
、

『孟
子
』
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
文
献
に
見
え
ず
、
そ
れ
以
降
の
文
献
に
頻
見
す
る
こ
と
か
ら
、
前
回
世
紀
末

以
降
に
降
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。
さ
ら
に

I
E
に
は
上
述
の
如
く
「
吏
卒
」
な
ど
秦
漢
以
降
に
頻
見
す
る
語
棄
が
見
え
る
。

無
論
、
こ
の
こ
と
は
各
篇
に
よ
り
古
い
材
料
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
と
え
ば
、
競
令
の
「
望
気
」
に
関
わ
る
記
述
は
、
迎
敵

桐
の
そ
れ
を
引
用
改
饗
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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敵

市司

f虎

ぷ〉、
μ 

凡
望
気
、
有
大
物
肺
気
、
有
小
綿
策
、
有
往
気
、
有
来
気
、
有
敗
然
、
一
望
気
者

能
得
明
此
者
、
可
知
成
敗
吉
凶
、
暴
基
盤
卜
有
所
、
長
具
薬
、
{
呂
之
、
一

善
策
舎
、
亙
必
近
公
社
、
必
敬
紳
之
、

忍
卜
以
請
守
、
{
寸
濁
智
京
一
卜
望
気
之
請
而
巳
、
其
出
入
篤
流
言
、
驚

核
恐
吏
民
、
謹
微
察
之
、
断
罪
不
赦
、

舎
必
近
太
{
寸
、
夏
舎
必
近
公
社
、
必
敬
一
胸
之
、
亙
祝
史
輿
望
気
者
、

必
以
善
言
告
民
、

以
請
上
報
{
寸
、
守
濁
知
其
請
而
己
、
鑑
…
輿
望
気
、
妄
篤
不
善
言
、
驚

恐
民
、
断
弗
赦
、

迎
敵
桐
で
は
「
亙
卜
望
気
」
の
如
く
、
亙
(
亙
塵
卜

-
E
卜
)
が
「
望
気
」
を
行
う
が
、
競
令
で
は
「
亙
覗
史
輿
望
気
者
」
の
如
く
、

亙
(
亙

祝
史
)
と
望
集
者
と
が
別
々
に
な
っ
て
い
る
。
降
っ
て
『
漢
書
』
塞
文
志
・
兵
書
類
に
兵
陰
陽
が
あ
り
「
別
成
子
望
箪
気
六
篇
、
圏
三
巻
」
が
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著
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
亙
な
ど
の
身
分
的
専
門
家
の
濁
占
し
た
「
望
気
」
が
知
識
人
一
般
に
開
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
競
令
の
改

時
間
主
は
か
か
る
趨
勢
を
反
映
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
蘇
時
同
学
『
墨
子
刊
誤
』
競
令
が
す
で
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
迎
敵
嗣
の
、

公
素
服
誓
子
太
廟
日
、
其
人
矯
不
遁
、
不
情
義
詳
、
唯
乃
是
王
、

目
、
予
必
懐
亡
爾
枇
稜
、
滅
爾
百
姓
、
二
参
子
尚
夜
自
属
、
以
勤
寡
人
、

和
心
比
力
粂
左
右
、
各
死
而
守
、
既
誓
、
公
乃
退
食
、

の
一
節
に
は
「
公
」
の
稽
謂
が
見
え
る
が
、
李
帥
字
勤
は
こ
れ
を
前
三
二
五
年
の
秦
恵
文
王
稽
王
以
前
を
反
映
す
る
も
の
と
す
い
引
戸

加
え
て
、

「
亡
爾
枇
稜
、
滅
爾
百
姓
」
は
、
前
一
一
一
一
一
一
年
の
秦
楚
丹
陽
の
戟
の
際
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る

『
誼
楚
文
』
の

「
欲
刻
伐
我
枇
稜
、
伐
滅
我
百

姓
」
と
同
様
に
「
枇
稜
」
「
百
姓
」
を
並
べ
て
お
り
、
前
回
世
紀
末
の
秦
に
確
か
に
相
躍
し
い
が
、
迎
敵
洞
「
皆
有
司
吏
卒
長
」
が
秦
漢
に
頻

見
す
る
「
吏
卒
」
の
成
語
を
用
い
る
以
上
、
篇
そ
の
も
の
の
成
立
を
、
遡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
の
材
料
の
年
代
と
一
篇
全
韓
の
そ
れ

は
匿
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

213 
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第
二
章

銀
雀
山
漢
簡
と
の
比
較

銀
雀
山

M
一
M 

は

M
二
よ
り
出
土
し
た

『
暦
譜
』
よ
り
、
武
帝
元
光
元
年

(前

一一一一
四
)
頃
に
断
代
さ
れ
て
い
る
が
、

M
一
に
副
葬

さ
れ
た
諸
文
献
の
成
書
に
つ
い
て
は
、

『孫
蹟
兵
法
」
陳
忌
問
田
塑
に
「
菅
邦
」
と
あ

っ
て
、
高
祖
劉
邦
の
誇
を
避
け
て
お
ら
ず
、
前
漢
よ
り
以

前
の
窮
本
に
基
づ
く
こ
と
が
確
賓
な
の
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
分
は
、
戦
国
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

『{寸
法
守
令
等
十
三
篇
』
は

守
法

要
言

庫
法

王
兵

市
法

守
令

李
法

王
法

委
法

田
法

丘
(
今
ド

上
扇

下
扇

凡
十

な
る
篇
題
木
臓
か
ら
か
く
仮
稽
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
竹
簡
の
状
態
が
悪
く
、
整
理
小
組
の
復
元
は
、
個
々
の
竹
簡
の
内
容
か
ら
、
ど
の
篇
に
属

す
る
か
を
判
断
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
委
法

・
上
扇

・
下
扇
は
接
見
で
き
ず
、
{
寸
法
・
守
令
の
直
別
も
つ
か
な
い
と
の
こ
と
で
、
調
停
文
で
は
、
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守
法
{寸
令
を

一
括
し
て
い
る
が

一
方
で
、
七
九
二
以
前
の
前
字
と
七
九
三
以
降
の
後
宇
と
が
、
{
子
健
・
内
容
の
相
違
か
ら
別
篇
で
あ

っ
た
可

能
性
を
指
摘
し
、
七
六
八

l
七
七
五
お
よ
び
八

O
二
l
八

O
六
に
つ
い
て
も
、
他
篇
に
属
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
お
v

李
撃
勤
は
こ
れ
を

受
け
て
前
竿
を
守
法
、
後
竿
を
守
令
に
比
定
す
る
。
以
下
で
は
、
便
宜
的
に
李
皐
勤
の
呼
稽
に
従

っ
て
お
く
。

守
法
は
、

[I]
七
六
七
・

[E]
七
六
八

l
七
七

一
-
[
皿
]
七
七
二

l
七
七
五
・

[W]
七
七
六

l
七
九
二
に
分
か
れ
る
が
、
兵
技
巧
諸
篇

と
表
現
が
重
な
る
の
は
、

[W]
の
部
分
で
あ
る
。

守

法

{寸

メ》、
い

墨

子』

【
{寸
】
城
之
法
、

①
遁
(
敵
)
在
城
下
、

②
及
旦
侍
攻
、
不
口

【
七
七
六
】
・・

.
・斬
。
①
守
城
之
法
、

①
冠
在
城
下
、

(備
城
門
)
・
客
在
城
下
、
(
競
令
)

②
及
傍
城
、

(競
令
)

③
{
寸
一
法
、
五
十
歩
丈
夫
十
人
、
丁
女
二
十
人
、
老
小
十
人
計
之
、
五

十
歩
四
十
人
、
城
下
楼
卒
、
率
一
歩

一
人
、
二
十
歩
二
十
人
、
城
小



客
四
面
蛾
(
餓
)
傍
之
、
主
人
先
知
之
、
主
人
利
。
客
【
七
七
七
】

・
{
上
]
塗
廃
五
百
歩
、
中
途
三
百
歩
、

下
【
七
七
八
】

:
・迭
、
丈
夫
千
人
【
七
七
九
】・

:
:
者
寓
人
、
老
不
事
者
五
千
人
、

嬰
児
五
千
人
、
女
子
負
嬰

【
七
八

O
】
:
:
:
百
人
以
下
之
吏
及
奥
口

及
伍
人
下
城
従
・
.. 

④
不
操
其
旗
章
、
従
人
非
其
故
数
也
、

千
人
【
七
八
一

】
之
将
以
下
、
止
之
母
令
得
行
、
行
者
吏
奥
口
口
嘗

蜜
斬
之
。
千
【
七
八
二
】
・:

:・⑤
千
丈
之
城
、
必
郭
逆
之
、
主
人
之
利
也
。

不
【
七
八
三
】
:
衆
少
裾

(信
)
拘
(
句
)
而
慮
之
、
此
守
城
之
教

也
。
不
在
此
其
中
者
、
ロ

【
七
八
四
】
:
:
:
不
典
、
在
五
歩
一
人
中
。
{
寸
城
之
令
、

⑤
主
人
母
得
奥
客
一
盲
、
母
得
遇

【
七
八
五
】
・:

:
・
⑦
事
手
指
摩
(
庵
)
、
姦
詐
之
所
案
(
托
)
也
、
口
【
七
八
六
】

・
・③
去
其
署
者
身
斬
、
父
母
妻
子
罪

【
七
八
七
】
・

:・
①
有
法
、
父
母
妻
子
輿
其
身
同
罪
。
諸
口
争

【
七
八
八
】
:

:
①

【
敵
}
人
在
城
下
、
⑩
城
中
行
者
皆
止
、
丈
夫
行
【
七
八
九
】

:
:
:
罪
、
⑪
非
時
得
行
者
唯
{
寸
【
七
九

O
】
・:

-禁
一
邪
再
局
次
、
殺
鶏
狗
母
令
有
撃
口

【
七
九
一

】
:
:
:
城
中
之
卒
有

【
七
九
二
】
:・
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大
以
此
率
之
、
乃
足
以
守
圏
、

客
革
問
面
而
蛾
惇
之
、
主
人
則
先
之
知
、
主
人
利
、
客
遁
、
客
攻
以
遠
、

十
寓
物
之
衆
、
攻
無
過
四
隊
者
、
上
術
庚
五
百
歩
、
中
術
三
百
歩
、

下
術

[百
]
五
十
歩
、
諸
不
蚤
百
五

[十
]
歩
者
、
主
人
利
而
客
病
、

農
五
百
歩
之
隊
、
丈
夫
千
人
、
丁
女
子
二
千
人
、
老
小
千
人
、
凡
四

千
人
、
而
足
以
鷹
山
之
、
此
守
城
之
数
也
、
(
備
城
門
)

④
城
持
出
必
潟
明
填
、
令
吏
民
皆
智
知
之
、
従
一
人
百
人
以
上
、

持
出
不
操
填
章
、
従
人
非
一

π故
人
、
乃
一

π模
章
也
、
千
人
之
勝
以
上
、

止
之
勿
令
得
行
、
行
及
吏
卒
従
之
、

皆
斬
、
(
備
城
門
)

⑤
敵
人
但
至
、
千
丈
之
城
、
必
郭
迎
之
、
主
人
利
、
不
登
千
丈
者
、

勿
迎
也
、
視
敵
之
居
曲
衆
少
而
感
之
、
此
守
城
之
大
程
也
、

其
不
在
此
中
者
、
皆
、
心
術
奥
人
事
会
9

之
、
(
競
令
)

@
客
主
人
無
得
相
興
一
言
及
相
落
、
(
競
令
)

⑦
若
説
、
参
手
相
探
、
相
指
、
相
呼
、
相
慮
、
相
陸
、

相
投
、
相
撃
、

相
廃
以
身
及
衣
、
(
競
令
)
③
捜
離
署
、
毅
、
(
競
令
)

①
諸
有
罪
、
自
死
罪
以
上
、
皆
還
父
母
妻
子
同
産
、
(
競
令
)

⑩
城
上
這
路
、
里
中
巷
街
、
皆
無
得
行
、
行
者
斬、

(
競
令
)

⑪
非
時
而
行
者
、
唯
守
及
惨
太
{
寸
之
節
而
使
者
、

(
鋭
令
)
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一
方
、
守
令
は
専
ら
備
城
門
に
劉
謄
す
る
。
す
な
わ
ち
、
七
九
三

「
城
上
五
十
歩
而

一
楼、」
・'⑫

「
城
上
百
歩

一
棲
」
、
七
九
六
「
后
可
以

守
及
使
節

(闘
)、
」
・'⑬

「
乃
可
以
篤
使
闘
」
、
八

O
一
「
城
上
面
第
二
口
同
候
望
之
楼
、
及
隅
矯

て

以
覗
遁

(敵
)
往
来
出
入
及
口
、
」
お
よ
び

八
O
九
l
八一

O
「
以
視
遁

(敵
)
進
商

(退
)
饗
能
(
態
)
請
而
矯
長
耳
目
城
中
、
以
観
姦
邪
事
壁
、
」
・
'⑬

「
城
四
面
四
隅
、
皆
矯
高
磨
補
、

使
重
室
子
居
一π上
、
候
適
(
敵
)、
覗
一π能
朕
興
一対
進
左
右
所
移
慮
、
失
候
斬
。」
、
八

O
八
「
廿
歩
一
聾
篭
。
」・'⑮

「城
上
三
十
歩

一
啓
竃」、

八
O
八
「
百
歩
一
井
、
」
・
'⑬

「百
歩
一
井
、
」
、

八
O
八

「
廿
歩

一
一
瞬
(
隣
)
、
」・'⑪

「
五
十
歩
一
井
扉
」
の
如
く
で
あ
る
。
武
器

・
防
禦
施
設

の
名
に
備
城
門
に
し
か
見
え
な
い
も
の
が
な
お
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
省
略
し
た
。

一
見
し
て
気
付
く
の
は
、
守
法
が
表
現
の
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
封
摩
す
る
も
の
が
あ
る
の
に
針
し
、

{
寸
令
で
は
と
く
に
数
値
な
ど
が
食
い
違
い
、

獅
自
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
比
較
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
備
城
門
が
武
器

・
防
禦
施
設
の
配
置
に
、

競
令
が
そ
の
篇
題
通
り
軍
令
に
特
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
備
城
門
は
前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
冒
頭
に
墨
子

・
禽
滑
麓
の
問

答
を
お
き
、
「
十
三
者
」
な
る
攻
城
兵
器
へ
の
防
禦
法
を
述
べ
る

一
連
の
諸
篇
の
総
論
と
し
て
の
記
述
を
擁
し
、
さ
ら
に
④
⑪
の
如
く
軍
令
を

(ロ)

記
述
す
る
部
分
も
あ
り
、
複
雑
な
構
成
を
採
る
。

- 40一

さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
比
較
を
行
う
と
、
③
に
つ
い
て
、
備
城
門
で
は
、
「
五
十
歩
丈
夫
十
人
、
丁
女
二
十
人
、
老
小
十
人
計
之
、
:
:
:」

と、

五
十
歩
四
十
人
の
配
置
を
記
し
、
「
庚
五
百
歩
之
隊
、
丈
夫
千
人
、
丁
女
子
二
千
人
、
老
小
千
人
、
凡
四
千
人
、
」
は
こ
れ
を
百
倍
し
た
も
の
で

あ
り
、
守
法
に
も
同
じ
く
七
七
九
「
丈
夫
千
人
」
が
見
え
る
が
、
七
八

O
「
:
:
:
者
寓
人
、
老
不
事
者
五
千
人
、
嬰
児
玉
千
人
、
女
子
負
嬰
、

:
:
」
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
十
倍
し
て
五
千
歩
を
四
寓
人
で
防
衛
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
加
え
て
備
城
門
が
「
老
小
」
と

一
括
す
る
も
の
を

「
老
不
事
者
」
「
嬰
児
」
に
分
け
て
い
る
。
丈
夫
・
丁
女
・
老
小
な
る
直
分
は
、
『
商
君
書
』
兵
守
に
も
「
{
寸
城
之
遁
、
:
:
:
一一一軍
、
社
男
第

一

軍、

社
女
矯

一
軍
、
男
女
之
老
弱
者
篤
一
軍
、

此
之
謂
三
軍
也
、
」
と
し
て
見
え
る
が
、
老
小
を
分
か
つ
の
は
、
{
寸
法
濁
自
と
い
う
べ
く
、
五

千
歩
四
寓
人
の
規
模
様
大
と
相
侠
っ
て
、
守
法
が
備
城
門
を
引
用
し
つ

つ
改
饗
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
、

⑦
競
令

・
⑪
備
城
門
に
釘
醸
す
る
七
八
六
「
奉
手
指
摩
(
麿
)
」
・
八

O
九
l
八一

O
「
以
覗
適

(
敵
)
進
商

(退
)
蟹
能

(
態
)
請
市



矯
長
耳
目
減
中
」
に
「
姦
詐
之
所
案
(
托
)
也
」
「
以
観
姦
邪
事
壁
」
と
、
説
明
的
記
述
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
守
法
・
{
寸
令
に
よ
る
備

城
門
・
競
令
の
引
用
改
蟹
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
は
「
姦
詐
」
「
姦
邪
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
兵
技
巧
諸
篇
に
は
、
備
城
門
「
此
守
城
之
重
禁
之
、
夫
姦
之
所
生
也
、
不
可
不
審

也
、
」
・
競
令
「
以
苛
往
来
不
以
時
行
、
行
而
有
他
異
者
、
以
得
其
姦
、
」
「
離
守
者
三
日
而
一
拘
、
而
所
以
備
姦
也
、
」
の
知
く
「
姦
」
は
ま
れ

に
用
い
ら
れ
る
が
、
「
姦
詐
」
「
姦
邪
」
の
成
語
は
な
お
見
え
な
い
。
「
姦
詐
」
「
姦
邪
」
は
お
お
む
ね
前
三
世
紀
中
T

ば
以
降
の
文
献
に
よ
う
や
く

(
M
)
 

見
え
、
こ
の
頃
が
、
備
城
門
・
競
令
成
書
の
下
限
、
守
法
・
守
令
成
書
の
上
限
と
な
ろ
う
。
前
章
で
は
、

『墨
子
』
兵
技
巧
諸
篇
の
う
ち
、
備

城
門
の
属
す
る

I
と
、
競
令
の
属
す
る
田
が
語
棄
の
動
か
ら
比
較
的
近
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
二
篇
が
と
く
に
守
法
・
{
寸
令
に
引
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
守
法
・
守
令
が
成
書
し
た
段
階
で
、

I
E
諸
篇
が
す
で
に

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
{寸

法
守
令
と
備
城
門
・
競
令
の
先
後
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
は
表
現
が
簡
略
で
あ
る
と
し
て
、
{
寸
法
守
令
の
先
行
を
主
張
す
る
が
、
こ
こ
に
検
誼

守
法
・

{寸
令
は
、
ま
ず
は
銀
雀
山
の
地
望
か
ら
い
っ
て
、
融
問
地
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
だ
が
、

い
さ
さ
か
立
ち
入

っ
て
こ
の
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し
た
よ
う
に
、
備
城
門
・
競
令
の
先
行
は
確
賓
で
あ
ろ
う
。

問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

銀
雀
山
M
一
の
出
土
文
献
は
、

①
『
孫
子
兵
法
』
、
②
『
孫
蹟
兵
法
』
、
③

『
尉
綾
子
』
、
④

『曇
子
』
、
⑤
『
六
轄
』
、
@
『
{
寸
法
守
令
等
十

三
篇』、

⑦
『
論
政
論
兵
之
類
』
、
@
『
陰
陽
時
令
占
候
之
類
』
、
⑨
『
其
他
之
類
』
、
だ
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち

『孫
蹟
兵
法
』『
曇
子
』
『
六
輯
』

は
斉
で
活
躍
し
た
人
物
の
著
作
と
さ
れ
る
も
の
で
、
斉
地
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。

『孫
子
兵
法
』
に
つ
い
て
は
、

『史
記
』
孫
子
臭
起
列
俸
に
、
斉
人
孫
武
の
「
十
三
篇
」
を
呉
王
閤
庫

(前
五
一
四
l
前
四
九
六
)
が
観
た
と

あ
り
、
銀
雀
山
本
見
呉
王
篇
に
も
「
十
三
篇
」
が
見
え
る
が
、
語
集
か
ら
い
っ
て
、
『
孫
子
』
の
成
書
は
前
三
世
紀
よ
り
以
前
に
は
遡
り
得
な

い
。
ま
た
銀
雀
山
本
の
用
開
篇
に
「
燕
之
輿
也
、
蘇
秦
在
斉
、
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
蘇
秦
の
活
躍
で
燕
が
斉
を
制
塵
し
、
斉
潜
王
を
敗
滅
し

た
前
二
八
四
年
以
降
の
記
遮
と
な
り
、

『孫
子
』
の
お
よ
そ
の
成
書
年
代
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
現
行
本
が
こ
の
一
節
を
削
除
す
る
の

217 
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は
、
臭
王
閤
底
に
仕
え
た
孫
武
の
自
著
と
い
う
設
定
と
の
矛
盾
が
気
付
か
れ
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

(
げ
)

つ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
『
孫
蹟
兵

法
』
陳
忌
問
墨
「
:
:
:
口
明
之
呉
越
、

言
之
於
湾
、
日
知
日
(
知
)
孫
氏
之
遁
者
、
必
合
於
天
地
、
孫
氏
者
:
:
:
」
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、

『
孫
子
兵
法
』
『
孫
騎
兵
法
』
と
も
に
、
「
孫
氏
之
遁
」
を
奉
ず
る
斉
地
の
皐
汲
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

『尉
僚
子
』
に
つ
い
て
は
、

『史
記
』
秦
始
皇
本
紀
十
年

(前
二
三
七
)
に
「
大
梁
人
尉
練
」
と
見
え
、
現
行
本
巻
首
た
る
天
官
篇
の
関
頭
に

「
梁
恵
王
問
尉
僚
子
日
」
と
あ
り
、
ま
た
貌
に
仕
え
た
呉
起
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
尉
練
子
は
貌
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
一や

し
か
し
な

が
ら
、
秦
始
皇
十
年
に
見
え
る
「
大
梁
人
尉
鎌
」
と
、
貌
恵
王

(前
三
六
九
l
前
一一一一

品
一
と
針
話
し
た
尉
僚
子
が
同

一
人
物
で
あ
る
は
ず
は
な

く
、
秦
始
皇
本
紀
の
記
述
を
根
擦
に
現
行
本
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
官
の
記
述
も
、
「
梁
恵
王
」
の
稽
謂
が
先
秦
文
献
で
は

『
孟
子
』

に
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

『孟
子
』
が
そ
の
開
頭
た
る
梁
恵
王
上
篇
に

「孟
子
見
梁
恵
王
」
を
置
く
こ
と
を
模
倣
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
『
尉
僚
子
」
が
『
孟
子
』

の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、

『
孟
子
』
公
孫
丑
下
「
天
時
不
如
地
利
、
地
利
不
如
人
和
、
」
を

『尉

僚
子
』
が
「
又
日
」
と
戦
威
篇

・
武
議
篇
に
二
度
に
わ
た

っ
て
引
用
す
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
孟
子
が
都
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
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貌
恵
王
と
の
封
話
自
慢
は
、
尉
僚
子
が
貌
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
誼
擦
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
尉
練
子
と
針
話
す
る
園
君
が
貌

恵
王
し
か
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
尉
僚
子
は
貌
人
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
不
確
か
に
惇
承
さ
れ
て
、
秦
始
皇
本
紀
の
「
大
梁
人
尉

練
」
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
尉
綾
子
を
貌
人
と
す
る
今

一
つ
の
根
擦
が
、

有
提
十
高
之
衆
而
天
下
莫
嘗
者
、
誰
、

目
、
桓
公
也
、
有
提
七
高
之
衆
而
天
下
莫
富
者
、
誰
、

日
、
呉
起
也
、
有
提
三
高
之
衆
而
天
下
莫

嘗
者
、
誰

目
、
武
子
也
、

(制
談
)

と
、
武
議
「
呉
起
輿
秦
戦
、
:
:
:
」
と
が
呉
起
に
言
及
す
る
こ
と
だ
が
、

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
制
談
で
は
斉
桓
公

・
孫
武
な
ど
湾
人

と
並
列
さ
れ
、
武
議
に
お
い
て
も
、
上
文
に
お
い
て
太
公
望
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
公
望
は
兵
数
下
篇
に
も
武
王
と
の
封
話
が
見
え

る
。
『
尉
糠
子
』
に
お
い
て
は
呉
起
以
上
に
賢
人
へ
の
言
及
が
頻
繁
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
指
摘
す
べ
き
は
、
制
談
の
「
武
子
」
な

る
稽
謂
で
あ
る
。
戦
国
期
の
「
誇
+
子
」
は
、

田
氏

(陳
氏
)
宗
室
の
大
臣
が
多
く
、

因
子

(陳
子
)
で
は
巨
別
が
つ
か
な
い
た
め
用
い
ら
れ



(ぬ
)

る
よ
う
に
な
っ
た
斉
地
特
有
の
稀
謂
で
あ
る
。
孫
武
を
「
武
子
」
と
稀
す
る
こ
と
は
、
斉
地
の
習
慣
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

(
幻
)

と、

『尉
僚
子
』
も
ま
た
斉
地
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
呉
起
へ
の
言
及
は
、
秦
を
破
っ
た
こ
と
が
惇
え
ら
れ
る
唯

一
の
将
軍
が

(
n

)

(

幻
)

呉
起
だ
か
ら
で
あ
り
、
前
三
世
紀
に
入

っ
て
額
著
に
な
る
湾
地
の
反
秦
感
情
に
基
づ
く
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
銀
雀
山
M
一
の
出
土
文
献
は
確
認
で
き
る
限
り
全
て
斉
地
の
著
作
で
あ
る
。
『
十
三
篇
」
に
つ
い
て
も
、

『管
子
』
参
患
・
七

法
・
地
固
と
重
な
る
王
兵
篇
や
、
今
日
で
は

『
尉
僚
子
』
に
収
め
ら
れ
る
兵
令
篇
は
や
は
り
湾
地
の
著
作
と
な
る
が
、

そ
の
こ
と
は
逆
に
、

『十
三
篇
』
が
ば
ら
ば
ら
に
翠
行
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
著
作
な
い
し
著
作
群
を
蒐
集
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
な
お
残
す
。

こ
こ
で
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
、
{
寸
法
・
守
令
と
「
十
三
篇
」
の
他
の
篇
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
庫
法
で

あ
る
。
八
三
七
l
八
三
人

:
:
:
口
て
長
銭
銘
十
六
尺
大
字
尺
者
居
四
之
て
短
銭
鈷
十
四
尺
宇
者
居
十
:
:
:
口
事
恒
器
也
。
長
斧

・
連
径

・
長
椎
、
初

(柄
)
七
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尺

の

「長
斧
」
「
長
椎
」
は
、
備
城
門

長
斧
、
柄
長
八
尺
、
十
歩

一
長
鎌
、
柄
長
八
尺
、
十
歩

一
闘
[
新
]
、
長
椎
、
柄
長
六
尺
、
頭
長
尺
、
斧
一π爾
端
、

に
見
え
、
「
銭
鈷
」
は
守
法
七
七
四
「
【
銭
鈷
長
十
】
六
尺
大
字
尺
者
人
て
十
四
尺
宇
者
人
こ
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、
庫
法
人
三
二
l
八
一一一

四

:
【
大
牒
】
百
里、

【
中
】

蘇
七
十
里
、
小
膝
五
十
里
。
大
豚
二
寓
家
、
中
豚
高
五
千
家
、
小
膝
寓

【
家
】
:
:
:
口
口
以
牒
小
大
震
賦

之
数
也
。
車
可
用
者
、
大
豚

【
百
一
来
、
中
牒
】
七
十
一
来
、
小
膝
五
十
乗
。

の
「
大
懸
」
「
中
豚
」
「
小
膝
」
も
、
{
寸
法
七
六
九
!
七
七

「大
豚
:
:
:
数
也
。
中
牒
・
小
牒
以
民
戸
:
:
:
大
鯨
二
高
家
。
中
牒
・
小
膝
以
民

戸
之
数
制
之
。」
に
見
え
る
。
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そ
の
た
め
、
史
蕪
枇
は
、
{
寸
法
七
六
人
l
七
七
五
を
庫
法
に
属
す
る
も
の
と
す
る
が
、
庫
法
が
「
十
六
尺
大
字
尺
」

「十
四
尺
宇
」
の
銭
銘
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に
そ
れ
ぞ
れ
輿
え
て
い
る
「
長
鍛
鈷
」
「
短
鍛
鈷
」
な
る
稽
謂
が
、
守
法
七
七
四
に
は
な
お
見
え
ず
、
ま
た
同
様
に
、
庫
法
の
「
中
将
寓
五
千

家
、
小
勝
寓
【
家
】」
な
る
定
義
が
、
守
法
七
七

O
「
中
際

・
小
勝
以
民
戸
之
数
制
之
。」
で
は
な
お
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
賓
は
、

庫
法
が
{
寸
法
に
改
蟹
を
加
え
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
史
黛
祉
の
推
論
と
は
逆
に
、
七
六
八
l
七
七
五
が
庫
法
で
は
な
く
、
整
理
小
組
の

判
断
の
如
く
、
{
寸
法
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
傍
誼
す
る
も
の
と
考
え
る
。
と
ま
れ
、
守
法
・
庫
法
が
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
は
動
か
な
い
。

庫
法
に
は
、
邑
沓
夫

・
庫
音
夫
・
吏
音
夫
が
見
え
る
が
、
「
×
音
夫
」
の
官
名
は
、
市
法

(市
沓
夫
・
邑
奮
夫
)
・
李
法
(
吏
畜
夫
・
邑
車
田
夫
)
・

団
法

(邑
沓
夫
・
田
沓
夫
)
に
も
見
え
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
同
様
に
「
×
法
」
の
篇
題
を
も
っ
王
法
・
委
法
が
一
連
の
諸
篇
で
あ

っ

(
お
)

た
と
す
る
李
撃
勤
の
説
を
傍
誼
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。『
十
三
篇
』
の
中
で
、
守
法

・
庫
法

・
市
法
・
李
法
・
王
法

・
委
法
・
団
法
は

一
つ
の

ま
と
ま
り
を
な
す
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
先
ず
は
、
団
法
に
お
い
て

『園
迂
己
資
語

・
『管
子
』
・
『周
種
』
な
ど
斉
地
の
著
作
と
の
封
躍
が

(

閉
山

)

癒
着
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
李
法
「
:
:
:
篤
公
人
三
日
、
李
主
法
、
罰
篤
公
人

て

・
:
:
」
「
罰
口
圏
域

一
歳
」
・
回
法
「
罰
篤
公
人

一
歳」

「
罰
矯
公
人
二
歳
」
「
以
矯
公
人
終
身
」
「
黙
刑
以
矯
公
人
」
な
ど
、
秦
漢
律
に
は
見
え
な
い
濁
自
の
刑
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
戦
闘
資
の
作

品
と
な
ろ
う
。
守
令
も
同
様
に
費
地
の
作
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
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以
上
の
考
諸
に
よ
り
、

お
そ
ら
く
は
前
三
世
紀
半
ば
以
降
に
守
法
・
{
寸
令
が
湾
地
で
編
纂
さ
れ
た
際
に
、

『墨
子
』
兵
技
巧
諸
篇
が
す
で
に

あ
る
程
度
ま
と
ま

っ
た
か
た
ち
で
存
在
し
、
引
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

第
三
章

睡
虎
地
秦
簡
・
張
家
山
漢
簡
と
の
比
較

兵
技
巧
諸
篇
に
は
秦
に
闘
わ
る
記
述
に
見
え
る
官
名

・
爵
名

・
刑
名
な
ど
が
散
見
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
秦
地
の
著
作
と
す
る
説
が
清
代
よ

(お
)

り
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

兵
技
巧
諸
篇
は
、
従
来
漫
然
と
一
括
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
賓
の
と
こ
ろ
、
「
吏
卒
」
「
吏
民
」
を
別
に
す
れ
ば
、

秦
に
排
他
的

(
鈎
)

に
開
わ
る
こ
と
が
積
極
的
に
推
定
さ
れ
る
語
棄
は
、
基
本
的
に
競
令
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
こ
で
は
競
令
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に



し
よ
う
。

ま
ず
は
、
官
名
・
爵
名
・
刑
名
な
ど
が
、
秦
の
そ
れ
と
最
も
適
合
的
な
材
料
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

而
勝
圏
、
城
周
里
以
上
、
封
域
柏
村
三
十
里
地
、
震
関
内
侯
、
輔
持
如
令
、
賜
上
卿
、
丞
及
吏
比
於
丞
者
、
賜
民
五
大
夫
、
官
吏
豪
傑
興
計

堅
守
者
、
十
人
、
及
城
上
吏
比
五
官
者
、
皆
賜
公
乗
、
男
子
有
守
者
、
爵
人
二
級
、
女
子
賜
銭
五
千
、
男
女
老
小
、
先
分
{
寸
者
、
人
賜
銭

千
、
復
之
三
歳
、
無
有
所
奥
、
不
租
税
、
此
所
以
動
吏
民
堅
守
勝
園
也
、

こ
こ
に
は
、
関
内
侯
・
上
卿
・
五
大
夫
・
公
乗
の
爵
名
が
見
え
る
。
『
漢
書
」
百
官
公
卿
表
に
見
え
る
秦
の
二
十
等
爵
は
、
「
八
公
乗
、
九
五

大
夫
、
十
左
庶
長
、
:
:
:
十
八
大
庶
長
、
十
九
関
内
侯
、
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
十
左
庶
長
、
:
:
:
十
八
大
庶
長
」
は
卿
に
相
嘗
し
、
「
上
卿
」

と
一
括
さ
れ
る
に
相
醸
し
い
が
、
果
た
し
て
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
は
、

開
内
侯
以
上
比
二
千
石
、
卿
比
千
石
、
五
大
夫
比
八
百
石
、
公
衆
比
六
百
石
、
・
:
:
・
(
賜
律
二
九
二

と
、
左
庶
長
l
大
庶
長
を
「
卿
」
と
一
括
し
て
い
る
。
開
内
侯
・
五
大
夫
が
他
国
に
も
見
え
る
と
し
て
、
秦
と
の
関
係
を
否
定
す
る
説
が
あ
る

が
、
関
内
侯
・
卿
・
五
大
夫
・
公
乗
を
一
連
の
も
の
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、
現
時
賄
で
は
秦
漢
爵
し
か
な
い
。
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城
外
令
任
、
城
内
守
任
、
令
丞
尉
亡
、
得
入
賞
、
満
十
人
以
上
、
令
丞
尉
奪
爵
各
二
級
、
百
人
以
上
、
令
丞
尉
克
以
卒
成
、

こ
こ
の
「
守
」
は
上
文
の
「
域
特
」
に
嘗
た
り
、
競
令
の
他
の
箇
所
で
は
「
太
守
」
と
も
稽
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
下
が
「
令
丞
尉
」
だ
が
、

郡
太
守
と
燃
の
令
・
丞
・
尉
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
『
漢
書
』

百
官
公
卿
表
が
「
秦
官
」
と
し
、
果
た
し
て
隠
虎
地
秦
簡
に
は
、
豚
令

(
『
数
一
律
』
一
八
)
・
豚
丞

(
『
封
診
式
』
封
守
八
)
・
豚
尉

(
『
秦
律
雑
抄
』
四
一
!
四
一
一
)
が
見
え
、
「
令
・
丞
」
と
連
ね
ら
れ
る
事
例
も
頻
見
す
碍
v

さ
ら
に
、
張
家
山
漢
簡
に
は
、
「
二
年
律
令
』
捕
律
一
四
四
「
及
令
丞
尉
弗
畳
智
」
の
知
く、

「令
丞
尉
」
を
連
ね
る
事
例
が
見
え
る
。
郡
牒
の

長
官
を
守
・
令
と
稽
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
戟
園
策
』
越
策
一
に
、

越
勝
至
日
、
倣
邑
之
王
、
使
使
者
臣
勝
、
太
守
有
詔
、
使
臣
勝
謂
日
、
請
以
三
蔦
戸
之
都
封
太
守
、
千
戸
封
鯨
令
、
諸
吏
皆
盆
爵
三
級
、
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民
能
相
集
者
、
賜
家
六
金
、
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と
見
え
る
よ
う
に
、
他
国
に
も
例
の
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
記
述
に
は
、
競
令
に
も
見
え
た
賜
爵

・
賜
金
の
こ
と
も
見
え
る
が
、
郡
懸
の
副
長
官

と
し
て
の
「
丞
こ

は
現
時
鮪
で
は
秦
漢
の
そ
れ
し
か
見
出
せ
な
い
。

吏
卒
侍
大
門
中
者
、
商
品
…
過
二
人
、
勇
敢
霜
前
行
、
伍
坐
、
令
各
知
其
左
右
前
後
、
檀
離
署
、
裁
、
門
尉
壷
三
関
之
、
莫
鼓
撃
門
閉

一
関、

守
時
令
侍
人
参
之
、
上
遁
者
名
、
鋪
食
皆
於
署
、
不
得
外
食
、
{
寸
必
謹
微
察
親
謁
者
・
執
盾
・
中
滑
及
婦
人
侍
前
者
、
.

こ
の

一
節
の
、
門
尉
お
よ
び
謁
者
・
執
盾

・
中
滑
は
、

「史
記
』
高
組
功
臣
侯
者
年
表
に
ま
と
ま

っ
て
見
え
る
。
謁
者
は
そ
れ
以
前
に
も
見

(
拘
)

え
る
が
、
そ
の
他
は
秦
楚
の
際
に
よ
う
や
く
見
え
る
の
で
あ
り
、
秦
官
と
見
て
よ
い
。

諸
吏
卒
民
、
非
其
部
界
、
而
撞
入
他
部
界
、
統
枚
、
以
属
都
司
穴
エ
若
候
、
候
以
開
守
、
不
収
而
檀
縦
之
、
断
、

都
司
空
は
、

『漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
「
宗
正
、
秦
官
、
:
:
・属
官
有
都
司
空
令
丞
、
」
注
「
如
淳
日
、
律
、
司
空
主
水
及
罪
人
、
責
誼
日
、

輸
之
司
空、

編
之
徒
官
、
」
と
あ
る
。
司
空
は
、
春
秋
期
に
は
、
卿
が
就
任
す
る
最
高
級
の
官
職
で
あ
っ
た
が
、
土
木
を
捻
嘗
す
る
こ
と
か
ら
、

漠
代
に
は
、
宗
正
の
属
官
と
し
て
刑
徒
を
管
理
す
る
に
至

っ
て
い
る
。
張
家
山
漢
簡

『二
年
律
令
』
秩
律
四
四
五
に
は
中
司
空
・
司
空
が
八
百

石
の
官
と
し
て
見
え
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
は
、
睡
虎
地
秦
簡
に
し
か
そ
の
よ
う
な
司
空
は
見
え
な
い
。
都
司
空
の
下
に
次
司
空
が
あ
り
、

「
吏
卒
民
死
者
、
帆
召
其
人
、
輿
次
司
空
葬
之
、
」
で
は
、
死
者
の
埋
葬
を
権
嘗
し
て
い
る
。
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以
上
、
官
名

・
図
名
の
う
ち
、
秦
に
関
わ
る
記
述
に
最
も
適
合
的
な
事
例
を
確
認
し
た
。
次
に
検
討
し
た
い
の
は
、
競
令
に
見
え
る
命
令
の

形
式
・
内
容
で
あ
る
。

ま
ず
秦
に
特
有
の
刑
名
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
「
能
捕
得
謀
反
貰
城
険
城
[
婦
]
敵
者

一
人
、
以
令
矯
除
死
罪
二
人
、
城
旦
四
人
、
」
の

「
城
日
乙
で
あ
る
。
「
城
旦
」
は
、
先
秦
文
献
に
は
こ
の
事
例
以
外
見
え
な
い
が
、
陸
虎
地
秦
律
以
下
の
秦
漠
律
に
は
常
見
す
る
。

つ
い

で
、
功
績
に
針
す
る
報
賞
と
し
て
は
、
競
令
の

又
用
其
買
貴
賎
多
少
賜
筒
、
欲
鶏
吏
者
許
之
、
其
不
欲
篤
吏
而
欲
以
受
賜
賞
霞
棟
、
若
蹟
出
親
戚
所
知
罪
人
者
、
以
令
許
之
、

に
見
え
る
よ
う
に
、
吏

・
爵
椋
・
照
罪
の
選
捧
肢
が
あ
る
。
「除
死
罪
二
人
、
城
旦
四
人
、
」
は
蹟
罪
に
嘗
た
り
、
睡
虎
地
秦
簡
の
、



欲
蹄
爵
二
級
以
克
親
父
母
篤
隷
臣
妾
者
一
人
、
及
隷
臣
斬
首
矯
公
士
、
謁
鯖
公
士
而
克
故
妻
隷
妾

一
人
者
、
許
之
、
克
以
矯
庶
人
、
・
:

(『秦
律
十
人
種
』
軍
司
酎
律

一
五
五
l

一五
六
)

は
、
爵
を
蹟
罪
に
代
え
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
競
令
の
、

不
欲
受
賜
而
欲
震
吏
者
、
許
之
二
百
石
之
吏
、
守
現
授
之
印
、
其
不
欲
篤
吏
而
欲
受
構
賞
様
、
皆
如
前
、

其
不
欲
受
賞
而
欲
篤
吏
者
、
許
之
三
百
石
之
吏
、

な
ど
で
は
、
爵
と
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
「
賜
」「
賞
」
を
吏
に
代
え
る
も
の
で
あ
り
、

『韓
非
子
』
定
法
に
も
、

商
君
之
法
日
、
斬
一
首
者
爵
一
級
、
欲
矯
官
者
矯
五
十
石
之
官
、

斬
二
首
者
爵
二
級
、
欲
矯
官
者
第
百
石
之
官
、

と
、
同
様
の
制
度
が
見
え
る
。
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
競
令
と
秦
律

・
「
商
君
之
法
」
が
制
度
的
な
枠
組
み
だ
け
で
な
く
、
そ
の

表
現
を
も
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
競
令
の

「許
之
」
は
秦
律
に
も
見
え
、

「欲
震
吏
者
」
は

「商
君
之
法
」
の

「欲
鴬
官
者
」

こ
れ
ら
の
事
賓
は
、
競
令
が
秦
地
の
作
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
示
唆
す
る
も
の
だ
が
、

一
方
で
、
秦
律
に
窺
わ
れ
る
賦
況
は
前
漢
に
も
踏
襲
さ
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に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
第
二
に
、
こ
の
制
度
が
「
商
君
之
法
」
と
稽
さ
れ
る
よ
う
に
、
秦
地
に
特
徴
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
戦
国
秦
地
に
お
け
る
成
立
を
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
さ
ら
に
、
こ
の
事
例
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
、
秦
律
と
共
有
さ
れ
る
表
現
を
立
ち
入
っ
て
分
析
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
陳

(
幻
)

直
お
よ
び
李
附
晶
子
勤
が
網
羅
的
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、

「不
従
令
者
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

民
室
杵
木
瓦
石
可
以
蓋
城
之
備
者
、
霊
上
之
、

不
従
令
者
斬、

(備
城
門
)

非
有
信
符
勿
行
、

不
従
令
者
斬、

(旗
峨
)

門
者
及
有
守
禁
者
、
皆
無
令
無
事
者
得
稽
留
止
其
芳
、

不
従
令
者
裁、

(競
令
)

女
子
到
大
軍
令
行
者
、
男
子
行
左
、
女
子
行
右
、

無
並
行
、
皆
就
其
守
、
不
従
令
者
斬
、
(
同
)
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大
将
使
使
人
行
守
、
長
夜
五
循
行
、
短
夜
三
循
行
、
四
面
之
吏
、
亦
皆
自
行
其
守
、
如
大
将
之
行
、

不
従
令
者
斬、

(同
)
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城
禁
使
卒
民
不
、
欲
冠
微
職
和
旋
者
断
、

不
従
令
者
断、

(伺
)

客
主
人
無
得
相
輿
言
及
相
籍
、
客
射
以
書
加熱得血
管
、
外
示
内
以
善
、
無
得
磨
、

不
従
令
者
皆
断
、

(同
)

こ
れ
ら
が
共
有
す
る
「
不
従
令
者
」
あ
る
い
は

「者
」
を
省
略
し
た
「
不
従
令
」
は、

今
且
令
人
案
行
之
、
奉
劾
不
従
令
者
、
致
以
律
、
論
及
令
、
丞
、
(「詩
書
」
七
l
八
)

百
姓
居
田
舎
者
母
敢
酷
酉

(酒
)、
田
育
夫
・
部
佐
謹
禁
御
之
、
有
不
従
令
者
有
罪
、

(『
秦
律
十
人
種
』
回一律

二
一
)

第
作
務
及
官
府
市
、
受
銭
必
航
入
其
銭
編
中
、
令
市
者
見
其
入
、

不
従
令
者
賞
一
甲
、

(同
・
関
市
律
九
七
)

官
沓
夫
克
、
口
口
口
口
口
口
口
其
官
亙
置
本
田
夫
、
過
二
月
弗
置
巡
回
夫
、
令

・
丞
矯
不
従
令
、
(
同
・
内
史
雑
律

一
八
九
)

有
不
従
令
市
亡
、
有
敗
、
失
火
、
官
吏
有
重
罪
、
大
広
田
夫

・
丞
任
之
、
(
同
一
九
六
)

有
興
、
除
守
沓
夫
、
毘
(
俵
)
佐
居
{
寸
者
、
上
造
以
上
不
従
令
、
賞
二
甲、

(『秦
律
雑
抄
』一

l
二
)

回
不
従
令
者
、
論
之
如
律
、

(能
向

一一

七
)
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な
ど
、
秦
律
に
頻
見
す
る
。
李
拳
勤
は
形
式
の
共
有
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
競
令
篇
を
秦
地
の
作
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
先
秦
資
料

一
般、

さ
ら
に
は
前
漠
以
降
に
お
け
る
こ
の
表
現
の
分
布
状
況
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
作
業
を
紋
く
限
り
、
秦
律

に
見
え
る
形
式
が
秦
地
に
お
け
る
著
作
の
誼
様
で
あ
る
こ
と
を
排
他
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
先
秦
文
献

に
は
次
の
事
例
を
得
る
。

憲
既
布
、
有
不
行
憲
者
、
謂
之
不
従
令
、
罪
死
不
赦
、
(
『管
子
』
立
政
)

故
日
、
結
令
者
死
、
盆
令
者
死
、
不
行
令
者
死
、
留
令
者
死
、

不
従
令
者
死、

五
者
、
死
而
無
赦
、
惟
令
是
覗
、
(
同
・
重
令
)

口
民
不
従
令
、
而
求
君
之
寧
也
、
難
莞

・
舜
之
智
、
不
能
以
治
、
(
『繭
君
書
』
君
臣
)

口
不
従
令
者
也、

(銀
雀
山
漠
簡

『孫
子
』
見
呉
王
)

将
軍
入
昔
、
即
閉
門
清
遁
、
有
敢
行
者
諒
、
有
敢
高
言
者
訴
、
有
敢
不
従
令
者
談、

(『尉
綾
子
』
持
令
)



二
吹
而
行
、
再
攻
而
索
、
不
従
令
者
訴
、
(
『
呉
子
』
麿
饗
)

『
商
君
書
』
以
外
は
、
『
管
子
』
『
孫
子
』
『
尉
綾
子
』
『
呉
子
」
な
ど
と
も
に
斉
地
の
著
作
と
推
定
さ
れ
、
か
つ
兵
家
が
目
立
つ
が
、
『
孫
子
』

の
十
三
篇
以
外
の
部
分
や
、
『
尉
綾
子
」
『
呉
子
』
な
ど
兵
家
で
も
成
立
の
降
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
「
管
子
』
に
お
い
て
は
こ
の
二
例

し
か
見
え
な
い
。
秦
律
や
『
墨
子
』
兵
技
巧
諸
篇
に
お
け
る
「
不
従
令
者
」
の
頻
見
や
、
『
管
子
』
重
令
・
『
商
君
書
』
君
臣
が
競
令
よ
り
降
る

と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
「
不
従
令
者
」
が
秦
地
に
由
来
し
、
湾
地
に
移
入
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

前
漢
で
は
、
「
不
従
令
者
」
は
文
献
に
は
一
例
と
し
て
見
え
ず
、
わ
ず
か
に
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
田
律
二
四
O
「
令
各
入
其
歳
所
有
、

母
入
陳
、
不
従
令
者
罰
黄
金
四
雨
、
」
の
一
例
を
得
る
だ
け
で
あ
る
。
『
二
年
律
令
』
で
は
、
む
し
ろ
、
具
律
一
一
八
「
不
従
律
者
、
以
鞠
獄
故

不
直
論
、
」
・
戸
律
三

O
六
「
不
従
律
、
罰
金
二
雨
、
」
・
一
二
三
一
一
一
「
不
従
律
者
罰
金
各
四
閥
、
」
の
如
く
、
「
不
従
律
」
と
い
う
表
現
が
散
見
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
不
従
律
者
」
は
、
龍
山
岡
八
「
制
、
所
致
牒
遁
官
、
必
復
請
之
、
不
従
律
者
、
令
丞
図
」
に
も
す
で
に
見
え
、
ま
た
類

似
の
表
現
は
、
睡
虎
地
「
秦
律
雑
抄
』
二
「
除
士
吏
・
護
琴
音
夫
不
如
律
、
及
護
琴
射
不
中
、
尉
賞
二
甲
、
」
に
「
不
知
律
」
と
し
て
見
え
る

が
、
と
ま
れ
、
「
不
従
令
者
」
が
、
前
漢
以
降
は
も
は
や
稀
見
に
属
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
賓
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
、
競
令
が
戟
園
秦
地
の
作
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
言
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
さ
ら
に
時
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
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ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
競
令
が
、

里
否
奥
皆
守
、
宿
里
門
、
吏
行
其
部
、
至
里
門
、

缶
奥
開
門
内
吏
、
興
行
父
老
之
守
、
及
窮
巷
幽
聞
無
人
之
慮
、
姦
民
之
所
謀
震
外
心
、

罪
車
裂
、

缶
輿
父
老
及
吏
主
部
者
不
得
、
皆
斬
、
得
之
、
徐
、
又
賞
之
黄
金
、
人
二
鑑
、

の
如
く
、
里
正
の
「
正
」
に
異
種
字
「
缶
」
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
秦
始
皇
(
前
二
四
六
l
前一一一

O
)
の
詫
を
避
け
た
も
の
に
他
な

ら
ず
、
果
た
し
て
睡
虎
地
秦
簡
で
は
、
「
可
(
何
)
謂
率
教
。
療
十
数
嘗
里
典
謂
殴
(
也
)
、
」
(
『
法
律
答
間
』
一
九
八
)
の
如
く
、
「
里
典
」
を
稽
し
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て
い
る
。
競
令
が
始
皇
即
位
以
前
に
成
書
し
た
こ
と
、
現
行
本
に
連
な
る
テ
キ
ス
ト
が
始
皇
即
位
後
に
抄
寓
さ
れ
、
そ
の
際
、
「
正
」
を
「
古
」

に
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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一
種
、
競
令
と
陸
虎
地
秦
律
の
刑
名
に
は

一
定
の
差
違
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「不
従
令
者
」
の
と
こ
ろ
で
引
い
た
部
分
に
は
、

「斬」

「裁
」
「
断
」
が
見
え
る
が
、
「
裁
」
に
つ

い
て
は、

春
適
(
敵
)
以
恐
衆
心
者
、
期
合
(
毅
)
、
琴
(
毅
)
者
可
(
何
)
如
、
生
琴
(
裁
)
、
琴
(
毅
)
之
己
乃
斬
之
之
謂
殴
(
也
)
、
(
『
法
律
答
問
」
五

) 

と
あ
る
よ
う
に
、
睡
虎
地
秦
律
が
現
行
法
で
あ
っ
た
始
皇
初
年
に
は
す
で
に
そ
の
内
容
に
疑
義
が
生
じ
て
い
る
。

「
断
」
を
孫
詰
譲
『
墨
子
問
詰
』
迎
敵
桐
は

『説
文
』
首
部
の

百
五
と
し
、
斬
首
の
意
味
と
す
る
。
李
皐
勤
は
、
睡
虎
地
『
法
律
答
問
」

四
九
「
一語
人
盗
直

(値
)
廿
、
未
断
、
有
(
又
)
有
{
じ
盗
、
:
:
;
」
・
五

O
「
上
造
甲
盗

一
羊
、
獄
未
断
、
謹
人
日
リ
盗
一
猪
、

論
可

(何
)
殴

(也
)、
」
の

「
断
」
で
論
罪
の
意
味
と
す
る
が
、
競
令
で
は

「不
従
令
者
」
な
る
候
件
節
に
導
か
れ
た
、
「
裁
」「
斬
」
に
並
ぶ
刑
名
で
あ
り
、

斬
首
の
意
味
と
な
ろ
う
。
斬
首
に

つ
い
て
は
、
睡
虎
地

『
法
律
答
問
』
七

一
「
士
五

(伍
)
甲
母
子
、
其
弟
子
以
篤
後
、
奥
同
居
、
而
檀
殺
之

- 50一

嘗
棄
市
、
」
・

一
七
二
「
同
母
異
父
相
輿
好
、
可

(何
)
論
、
棄
市
、
」
・
龍
尚

一
七
「
亡
人
挟
弓

・
琴
・
矢
居
禁
中
者
、
棄
市
、
」
で
は
す
で
に
、

「
棄
市
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

『史
記
』
六
圃
年
表
秦
昭
裏
王
五
十
二
年
(
前
二
五
五
)
に
も
「
王
稽
棄
市
、
」
と
見
え
る
。

「斬
」
は
、
上
掲
の
「
姦
民
之
所
謀
矯
外
心
、
罪
車
裂
、
缶
輿
父
老
及
吏
主
部
者
不
得
、
皆
斬
、
」
や
「
其
端
失
火
以
鴬
事
者
、
車
裂
、
伍

人
不
得
、

斬
、
」
な
ど
か
ら
「
車
裂
」
に
次
ぐ
重
刑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
「
腰
斬
」
を
指
す
も
の
と
な
ろ
う
。
腰
斬
を
「
斬
」
と
略
稀
す
る

こ
と
は
、
「
漢
書
』
景
武
昭
宣
元
功
臣
表
「
合
騎
侯
公
孫
教
:
:
:
至
元
狩
二
年
坐
将
兵
撃
旬
奴
輿
票
騎
将
軍
期
後
、
畏
情
、
首
斬
、
蹟
罪
、

」

「
博
望
侯
張
露
骨
:
:
:
元
狩
二
年
、
坐
以
将
軍
撃
旬
奴
畏
儒
、
品
口
田
斬
、
腹
罪
、
克
、
」
の
「
斬
」
が

『漢
書
」
武
帝
紀
・
貧
困
濯
韓
停
の
如
淳
注

「
軍
法
、
行

[
而
]
逗
留
畏
儒
者
要
斬
、
」
で
は

「要
斬
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
傍
誼
を
得
る
。
こ
れ
に
封
し
、

秦
律
で
は、

上
掲
『
法
律

答
問
』
五
一

「参

(
毅
)
之
巳
乃
斬
之
」
や
、
張
家
山
漢
筒
「
奏
議
書
』

一
五
八
の
始
皇
二
十
七
年

(
前
二
二
O
)
「獄
簿
」
に
引
か
れ
る
「
律
、

傷
乏
不
閥
、
斬
、
」
の
「
斬
」
は
あ
る
い
は
腰
斬
を
指
す
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、

斬
以
矯
城
旦
、
受
買

(
僚
)
銭
、
」
の
如
く
、
草
に

「斬」

と
い
え
ば
肉
刑
を
指
す
こ
と
が
よ
り
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、

『封
診
式
』
告
臣
三
七
l
三
八

「
謁
買

(責
)
公
、



競
令
が
始
皇
以
前
の
成
書
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
上
遮
の
如
く
で
あ
る
。
競
令
な
ど
備
城
門
諸
篇
に
つ
き
、
李
拳
勤
は
、
恵
文
王
期
以
降
、

(ω) 

秦
の
遁
防
に
携
わ
っ
た
墨
者
の
著
作
と
す
る
が
、
さ
ら
に
臆
測
を
逼
し
く
す
る
な
ら
ば
、
競
令
は
お
よ
そ
前
三
世
紀
前
宇
の
秦
の
軍
法
を
停
え

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
た
競
令

・
睡
虎
地
秦
律
の
刑
名
の
差
遣
は
、
ま
ず
は
時
代
的
先
後
に
基
づ
く
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
今
一
つ
、
律
と
軍
法
の
差
遣
に
由
来
す
る
可
能
性
を
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
雨
者
が
あ
る
部
分
に
お
い
て
重
複

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う。

た
と
え
ば
、
上
掲
の

『漢
書
」
如
淳
注
「
軍
法
、
行
[
而
]
逗
留
畏
儒
者
要
斬
、
」
の

「逗
留

畏
儒
」
は
、
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
捕
律
一
四
二

l
一
四
三
「
圏
留
畏
夏
弗
敢
就
、
奪
其
将
爵
一
一
絡

〈級
〉
、
克
之
、
」
に
も
見
え
、
こ
の

罪
名
が
律
・
軍
法
に
共
有
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
、
爾
者
の
差
遣
も
ま
た
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
、
腰
斬
の
意
味
の

「
斬
」
が
前
漢
の
軍
法
に
な
お
用
い
ら
れ
る
と
い
う
上
遮
の
事
例
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
本
稿
で
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
う
準
備
は
な
い
が
、
律

(
仙
)

と
軍
法
と
の
関
係
と
い
う
興
味
深
い
問
題
を
考
察
す
る
上
で
、
競
令
が
示
唆
的
な
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

兵
技
巧
諸
篇
は
、
漠
然
と

一
括
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
、

-
備
城
門
・
備
水

・
備
突
、

E
備
高
臨

・
備
梯
・
備
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{八
・
備
蛾
停
、

皿
迎
敵
桐

・
旗
峨

・
競
令
、

W
雑
守
、

の
四
群
に
分
か
れ
る
こ
と
は
上
速
の
知
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
競
令
を
含
む
皿

が
戦
園
秦
地
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
確
貰
で
あ
ろ
う
。
問
題
は

I
E
W
の
成
書
に
つ
い
て
で
あ
る
。

競
令
に
最
も
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
秦
律
の
語
業
・
句
法
は
、

-
Wに
も
散
見
す
る
が
、

E
に
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
備
梯
の
冒
頭
部
分
に

「
大
山
」
す
な
わ
ち
泰
山
が
見
え
る
こ
と
は
、

E
が
斉
魯
の
地
で
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

-
備
城
門
の
「
由
聖
人
之

一言
、
鳳
鳥
之
不
出
、
」
な
る
一
節
は
、

『論
語
』
子
竿
「
子
日
、
鳳
鳥
不
至
、
河
不
出
園
、
吾
己
失
夫
、
」
を
踏
ま
え
る
も
の
に
相
違
な
い
が
、

諸
子
書
に
お
け
る

『論
証
巴
の
引
用
も
ま
た
斉
魯
の
地
の
著
作
に
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
ぶ
v

I
E
の
各
篇
が
と
も
に
攻
城
兵
器
ご
と
の
針
策
を

述
べ
る
形
式
で
あ

っ
た
こ
と
は
上
遮
の
如
く
で
あ
る
。
ー
は
秦
地
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た

E
の
影
響
の
も
と
に

H
を
改
饗
し
た
も
の
と
な
ろ
う。

I
E
が
斉
魯
の
地
の
著
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た

W
も
ま
た
同
じ
く
斉
魯
の
地
の
著
作
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
秦
地
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の
著
作
た
る
皿
の
表
現
を

W
が
改
饗
す
る
事
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
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た
と
え
ば
、
競
令
に
頻
見
す
る

「父
母
妻
子
同
産
」
が
雑
守
篇
に
は
一
例
も
見
え
ず
、
代
わ
り
に
「
父
母
見
弟
妻
子
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
同
産
」
は
競
令
以
外
に
は
先
秦
の
用
例
を
得
、ず
、
現
時
黙
で
は
、
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
に
よ
う
や
く
そ
の
用
例
を
得
る
が
、
た
と
え

lま

以
城
邑
亭
障
反
、
降
諸
侯
、
及
{
寸
一
来
城
亭
障
、
諸
侯
人
来
攻
盗
、
不
堅
守
而
棄
去
之
若
降
之
、
及
謀
反
者
、
皆
要
斬
、
其
父
母
妻
子
同
産
、

無
少
長
皆
棄
市
、
其
坐
謀
反
者
、
能
偏

(循
)
捕
、
若
先
告
吏
、
皆
除
坐
者
罪
、
(
賊
律
一

l
二
)

の
如
き
は
、

「
城
邑
」
「
亭
障
」
に
綴
っ
て
、
開
歌
的
に

「諸
侯
」
と
の
戦
闘
が
琵
生
す
る
よ
う
な
、
防
衛
的
か
つ
慢
性
的
な
戦
争
状
態
が
前
提

(

同

日

)

と
さ
れ
て
お
り
、
短
期
間
の
持
績
的
戦
闘
で
決
着
し
た
高
祖
期
の
異
姓
諸
侯
王
鎮
座
に
は
相
臨
惜
し
く
な
い
。
始
皇
統
一
以
前
の
律
を
襲
用
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
二
年
律
令
』
は
呂
后
二
年

(前
一
八
六
)
の
現
行
法
だ
が
、

田
律
二
四
六
!
二
四
八
「
田
慶
一
歩
、
表
二
百
耐
歩
、
篤
珍
、

畝
二
防
、
・
:
:
」
が
、

四
川
青
川
那
家
坪
M
五
O
秦
簡
に
、
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二
年
十
一
月
己
酉
朔
二
日
、
王
命
丞
相
戊
・
内
史
匿
・
民
願
更
惰
篤
田
律
、
田
康

一
歩
、
表
八
則
、
第
跡
時
、
畝
二
珍
、

:

と
見
え
る
秦
武
王
二
年
(
前
三
O
九
)
の
律
文
を
わ
ず
か
に
修
正
附
加
し
た
だ
け
で
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
こ
と
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
秦
律

を
襲
用
し
た
部
分
が
多
く
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
同
産
」
は
秦
地
に
専
ら
用
い
ら
れ
、
費
地
で
は
耳
慣
れ
な
い
語
棄
で
、
そ
の
た
め
雑
守
は
こ

れ
を
「
昆
弟
」
に
改
饗
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
同
産
」
は
『
二
年
律
令
』

で
は
、
上
掲
の
賊
律
一

l
二
ほ
か
、
賊
律
四
一

・
四
二

・
襟
律
一
九
一

・
戸
律
三
二
五

・
三
三
七

・
三
四

0
・

置
後
律
三
七

0
・
三
七
七

・
三
七
八

・
三
七
九
!
三
八

0
・
三
八
七
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
律
は
、
秦
律
で
は、

『
秦
律
十
人
種
』
『
秦
律
雑

抄
』
に
は
見
え
ず
、

そ
の
他
の
部
分
に
そ
れ
と
思
し
き
も
の
が
断
片
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
獲
得
さ
れ
て
い
る
秦
律
に

「
同
蓬
」
が
見
え
な
い
の
は
、
腫
虎
地

・
龍
山
岡
秦
律
の
偏
向
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
む
し
ろ
競
令
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
秦
に
お

い
で
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
語
棄
と
推
定
さ
れ
る
。

同
様
の
改
饗
は
、
備
城
門

・
暁
令
と
{
寸
法
と
の
聞
に
も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
競
令

「諸
有
罪
、
自
死
罪
以
上
、
皆
還
父
母
妻
子
同



産
、
」
に
内
容
的
に
釘
醸
す
る
{
寸
法
七
八
八
「
:
:
:
有
法
、
父
母
妻
子
輿
其
身
同
罪
、
」
や
、
七
八
七
「
:
:
:
去
其
署
者
身
斬
、
父
母
妻
子
罪

:
:
:
」
で
は
や
は
り
「
同
産
」
が
除
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
備
城
門
「
丁
女
二
十
人
」
「
丁
女
子
二
千
人
」
・
競
令
「
丁
女
子
老
少
人
一
矛
」
に

「
丁
女
」
「
丁
女
子
」
と
見
え
る
が
、
先
秦
文
献
の
用
例
は
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
「
丁
」
は
、
睡
虎
地
秦
筒
「
秦
律
十
八

種
』
倉
律
六
一

l
六
二

隷
臣
欲
以
人
丁
鰍
者
二
人
墳
、
許
之
、
其
老
嘗
克
老
、
小
高
五
尺
以
下
及
隷
妾
欲
以
丁
鰍
者
一
人
蹟
、
許
之
、

に
見
え
、
『
二
年
律
令
」
復
律
二
七
八
「
大
数
率
取
上
手
什
(
十
)
三
人
矯
復
、
丁
女
子
各
二
人
、

t
各
一
人
、
勿
算
(
算
)
録
(
徳
)
賦
、
」
や

『
新
証
巴
至
徳
「
丁
男
耕
転
於
野
」
な
ど
漢
代
以
降
に
よ
う
や
く
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
本
来
、
秦
語
と
思
わ
れ
、
果
た
し
て
、
守

法
で
は
「
女
子
」
に
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

言苦
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別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
『
墨
子
」
諸
篇
は
、
十
論
の
部
分
を
基
幹
と
し
、
そ
の
影
響
の
も
と
に
他
の
部
分
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
十
論
を
擁
す
る
集
固
か
ら
の
何
度
か
に
わ
た
る
分
汲
を
示
唆
す
る
。
分
振
の
う
ち
、
非
儒
下
と
墨
嬬
諸
篇
は
斉
地
、
耕
柱
等
諸
篇
は
魯
地

(

M
M
)
 

と
の
関
連
が
推
定
さ
れ
る
。

兵
技
巧
諸
篇
は
や
や
複
雑
で
、
斉
魯
の
地
で
E
が
制
作
さ
れ
た
の
ち
、

E
が
秦
地
よ
り
到
来
し
、

-
つ
い
で
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た

W
が
成
立

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
秦
地
で
制
作
さ
れ
た
田
に
属
す
る
迎
敵
嗣
・
旗
轍
・
競
令
の
三
篇
に
十
論
の
影
響
が
基
本
的
に
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
は
、
十
論
が
秦
以
外
の
地
で
成
立
し
た
こ
と
を
傍
詮
す
る
も
の
で
あ
り
、
別
稿
で
推
定
し
た
楚
地
に
お
け
る
十
論
成
立
を
支
持
す
る
。

『
十
三
篇
』
の
う
ち
、
{
寸
法
・
庫
法
・
市
法
・
李
法
・
王
法
・
委
法
・
団
法
の
一
群
や
守
令
が
湾
地
で
編
纂
さ
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
I

の
備
城
門
篇
が
成
立
し
た
の
ち
で
あ
り
、
{
寸
法
・
{
寸
令
が
備
城
門
・
競
令
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
兵
技
巧
諸
篇
の
う
ち
少
な
く
と
も
I
E
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が
ま
と
ま
っ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
湾
地
に
す
で
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
む



メ

l
ジ
が
強
い
が
、

{
寸
法

・
{
寸
令
の
競
令
引
用
は
、
湾
地
の
同
学
術
が
秦
地
の
そ
れ
を
受
容
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
秦
は
斉
に
比
べ
る
と
文
化
的
後
進
地
の
イ
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上
速
の
如
く
、
秦
律
に
由
来
す
る
表
現
を

『管
子
』
な
ど
費
地
の
著
作
が
採
用
し
て
い
る
事
例
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

称
円
か
ら
秦
へ
の
一
方
通
行
的
な
撃
術
の
傍
播
を
単
純
に
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
果
た
し
て
、
秦
始
皇
八
年

(前
一一
一二
九
)
に
成
立
し
た

『呂
氏
春
秋
』
は
、
融
問
地
を
含
む
諸
向
学
振
の
肇
説
を
曲
が
り
な
り
に
も
岨
鳴
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
『韓
非
子
』
五
輩
に
「
今
境
内
之
民
皆
言

治
、
裁
商

・
管
之
法
者
家
有
之
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秦
地
の
法
家
の
作
た
る

闘
的
に
流
布
し
て
い
る
。
『
管
子
』
『
商
君
書
』
に
は
類
似
の
記
述
が
散
見
す
る
が
、

『商
君
書
』
が
『
管
子
』

を
模
倣
し
た
と
い
う
だ
け
で
な

『
商
君
書
』
に
至
つ
て
は
、
斉
地
の
『
管
子
』
と
並
ん
で
全
中

同
学
術
の
全
中
園
的
な
交
錯
に
伴
う
競
合
、

く
、
逆
の
場
合
を
も
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
あ
た
り
は
な
お
綴
密
な
分
析
を
要
す
る
。

さ
ら
に
融
和
の
推
移
は
、

『萄
子
』
非
十
二
子

・
『韓
非
子
』
顛
向
晶
子
・
『
荘
子
』
天
下
あ
る
い
は

『
日
氏
春
秋
』
に
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
向
学
術
に
お
け
る
「
統
こ
の
あ
り
か
た
を
手
が
か
り
に
、
秦
の
「
統
こ
の
内
賓
を
よ
り
多
面

的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

註(
1
)

拙
稿
「
基
子
小
考
」
(
『立
命
館
文
撃
』
五
七
七
、

二
O
O
二)。

(
2
)

本
稿
で
は
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組

『睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』

(文
物
出
版
紅
、

一
九
九
O
)
、
中
園
文
物
研
究
所

・
湖
北
省
文
物

考
古
研
究
所

『龍
両
秦
簡
」
(中
華
書
局
、

二
O
O
一
)
、
銀
雀
山
漢

墓
竹
筒
整
理
小
組
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
筒
[
萱
]
』
(
文
物
出
版
枇
、
一

九
八
五
)、
張
家
山
二
四
七
競
漠
墓
竹
筒
整
理
小
組

『張
家
山
渓
墓

竹
筒
[
二
四
七
時
抗
墓
]
』
(
文
物
出
版
社
、
二

O
O
一)
の
編
競
を
用

い
る
。

(3
)

波
透
卓
「
墨
家
の
兵
技
巧
書
に
つ
い
て
」
(
一
九
五
六
。『
古
代
中
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図
思
想
の
研
究
』
、
創
文
枇
、

一
九
七
三
)
は
、
備
梯
が
「
全
く
新

し
い
問
答
」
を
始
め
る
こ
と
に
す
で
に
注
目
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
か
ら
、
備
梯
を
倫
城
門

・
備
高
臨

・
備
穴

・
備
蛾
停
と
は
別
系
統

と
す
る
。
表
現
の
共
有
を
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
。
備
水

・
備
穴
に

つ
い
て
は
「
全
く
の
断
簡
で
あ
り
果
た
し
て
備
城
門
の
系
統
に
連
な

る
か
否
か
識
別
し
が
た
い
」
と
判
断
を
保
向
田
す
る
。

(
4
)

「
吏
卒
」
は

『墨
子
』
以
外
で
は
、
わ
ず
か
に

「孫
子
』
地
形

・

『尉
僚
子
』
攻
権
・
経
卒
令
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま

た
前
三
世
紀
以
降
に
降
る
こ
と
は
後
述
。
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(
5
)

『墨
子
』
十
論
は
、

『孟
子
』
以
降
、
秦
始
皇
統
一
以
前
、
従
つ

て
前
=
二
二
年
頃
l
前
一
一
一
一
一
年
の
成
書
と
推
定
さ
れ
る
。
拙
稿

「
墨
子
小
考
」
(
上
掲
)
参
照
。

(
6
)

『
公
羊
』
億
二
十
八
、
『
穀
梁
』
成
五
、
「
荘
子
』
在
宥
、
「
管
子
』

戒
-
修
廃
・
小
間
・
小
匡
、
『
委
子
春
秋
」
、
『
六
給』、

『萄
子
」
莞

問、

『韓
非
子
』
十
遇
・
内
儲
説
下
・
外
儲
説
右
上
、
定
豚
八
角
楼

漢
簡

『文
子
』
、
銀
雀
山
漢
簡

『孫
擦
兵
法
』
威
王
問

・
陳
忌
問
憂。

(
7
)

李
向
学
勤
「
秦
筒
奥
《
墨
子
》
城
{
寸
各
篇
」
(
「筒
吊
倹
籍
奥
向
学
術

史
』、

時
報
文
化
出
版
企
業
有
限
公
司
、
一
九
九
四
)
。

(
8
)

郭
沫
若
『
誼
楚
文
考
稗
』
(
一
九
四
七
。
『
郭
沫
若
全
集
考
古
編
』

九
、
科
祭
出
版
一
位
、

一
九
八
二
)
。
郭
氏
は
、
こ
こ
に
見
え
る
秦
楚

戦
争
を
、

『史
記
』
六
図
年
表
秦
恵
文
王
七
年
(
前
=
二
八
)
の

「
五
園
北
ハ
撃
秦
」
に
嘗
て
る
が
、
こ
の
記
事
が
、
同
年
の
三
耳
目
・

燕
・
中
山
に
よ
る
「
五
園
相
王
」
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

拙
稿
「
三
育
成
立
考
」

(『春
秋
戟
園
交
代
期
の
政
治
枇
曾
史
的
研

究
』
、
科
研
費
報
告
書
、

一
九
九
八
)
に
論
じ
た
。

(
9
)

銀
雀
山
漢
墓
竹
筒
整
理
小
組

『銀
雀
山
漠
墓
竹
筒

[露呈
』
(上

掲
)
。

(
刊
)
李
挙
動
「
論
銀
雀
山
簡

〈
守
法
〉
、
〈
守
令
〉
」
(上
掲
書
)。

(
日
)

守
法
守
令
篇
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
挙
筒
吊
研
究
曾
「
銀
雀
山

漢
簡

「守
法
守
令
等
十
三
篤
」
の
研
究
(
一
)
{
寸
法

・
守
令
篤
」

(
『
中
園
出
土
資
料
研
究
』
六
、
二

O
O
二
)
が
先
行
研
究
を
整
理

し
て
い
る
。

(
ロ
)
備
城
門
の
複
雑
さ
は
、
渡
透
卓
「
墨
家
の
兵
技
巧
書
に
つ
い
て
」

(上
掲
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
同
種
の
記
録
が
未
整
理
の
ま
ま

集
積
さ
れ
た
結
果
」
で
も
あ
ろ
う
。

(
日
)
「
姦
詐
」
は

『管
子
』
明
法
解
、

『商
君
書
』
恨
法
、

『日
氏
春

秋
』
遁
音

・
懐
寵
、
言
句
子
』
成
相
、

『櫨
記
」
経
解
、

『韓
非
子
」

難
一
に
見
え
る
。
「
姦
邪
」
は
『
韓
非
子
」
に
頻
見
す
る
ほ
か
、

『佐官

子
』
八
観
・
重
令

・
法
法

・
君
臣
下
・
任
法

・
正
世
・
七
臣
七
主
・

形
勢
解

・
明
法
解
、
『
妻
子
春
秋
』
内
篇
問
下
、

『商
君
書
」
重
策

・

君
臣
、
『口口
氏
春
秋
」
修
築

・
節
喪
・
{
女
死

・
君{寸、

『萄
子
』
王

制
・
宮
田
園
・
君
道
、
「
大
戴
穫
』
盛
徳
に
見
え
る
。

(
日
比
)
呉
九
龍

「銀
雀
山
漢
筒
斉
図
法
律
試
析
」
(
『
史
民
干
集
刊
」
一
九
八

四
|
四
)
は
、

『唐
律
疏
議
」
巻

一
名
例
「
周
衰
刑
重
、
戟
図
異
制
、

貌
文
侯
師
於
里
慢
、
集
諸
圏
刑
典
、
造
法
経
六
篇
、
て
盗
法
、
二
、

賊
法
、
三
、
囚
法
、

四
、
捕
法
、
五
、
雑
法
、
六
、
具
法
、
商
軟
刷
用

授
、
改
法
第
律
、
漢
相
斎
何
、
更
加
憧
所
造
戸
・
興
・
康
三
篇
、
諸

九
章
之
律
、
」
の
「
改
法
篤
律
」
を
根
擦
に
、

『十
三
篇
』
の
篇
題
の

「
×
法
」
が
、
秦
律
の
「
×
律
」
に
先
行
す
る
表
現
で
あ
る
と
し
て
、

『十
三
篤
』
の
成
立
を
商
君
臨
記
法
以
前
と
す
る
。
現
時
黙
で
獲
得
さ

れ
て
い
る
最
古
の
「
律
」
は
、
後
掲
の
四
川
事円
川
郡
家
坪
M
五
O
秦

簡
の
秦
武
王
二
年

(前
三
O
九
)
の
「
魚
田
律
」
で
あ
り、

睡
虎
地

『
篤
吏
之
遁
』
に
は
、
貌
安
麓
王
二
十
五
年
(
前
二
五
二
)
に
後
令

さ
れ
た
「
貌
戸
律
」
「
貌
奔
命
律
」
が
附
載
さ
れ
て
お
り
、
「
律
」
な

る
名
稽
が
秦
地
で
生
ま
れ
六
闘
に
傍
播
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
商
君
の
「
改
法
第
律
」
は
、

『唐
律
疏
議
』

に
先
行
す
る

『耳白書
」
刑
法
志
「
是
時
承
用
秦
漢
奮
律
、
其
文
起
自

貌
文
侯
師
李
慢
、
恒
撰
次
諸
園
法
、
著
法
経
、
以
篤
王
者
之
政
、
莫

念
於
盗
賊
、
故
其
律
始
於
盗
賊
、
盗
賊
須
劾
捕
、
故
著
網
捕
二
篇
、
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其
軽
絞

・
越
城
・
博
戯

・
借
仮
不
廉

・
淫
修
・
険
制
以
矯
雑
律

一
篇、

又
以
具
律
具
其
加
減
、
是
故
所
者
六
篇
而
己
、
然
比
白
罪
名
之
制
也
、

商
君
受
之
以
相
察
、
漢
承
秦
制
、
新
何
{疋
律
、
除
参
夷
連
坐
之
罪
、

増
部
主
見
知
之
係
、
命
事
律
飽
ハ
・
廠

・
戸
三
筒
、
合
矯
九
篤
、
」
に

は
見
え
ず
、

『唐
律
疏
議
』
の
推
測
に
基
づ
く
注
線
的
記
述
で
し
か

な
い
可
能
性
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
「
律
」
が

「法
」
に
た
だ
ち
に
代

替
し
た
根
綴
も
な
い
。
後
速
の
如
く
、
前
漢
に
降
っ
て
も
、
「
律
」

「
軍
法
」
が
併
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
定
日
子
』
七
臣
七
主
「
夫

法
者
、
所
以
飽
ハ
功
健
暴
也
、
律
者
、
所
以
定
分
止
争
也、

令
者
、
所

以
令
人
知
事
也
、
法
律
政
令
者
、
吏
民
規
矩
縄
墨
也
、
夫
矩
不
正
、

不
可
以
求
方
、
縄
不
信
、
不
可
以
求
直
、
法
令
者
、
君
臣
之
所
共
立

也
、
権
勢
省
、
人
主
之
所
郷
守
也
、
」
は
、
前
三
世
紀
の
湾
地
に
お

い
て
「
律
」
が
す
で
に
存
在
し
た

こ
と
を
示
す
が
、
こ
こ

で
は

「
律
」
は
「
法
」
「
令
」
と
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
律
」
が

「
法
」
に
代
替
す
る
と

い
う
呉
氏
の
惣
定
を
否
定
す
る
。

(
日
)

呉
九
龍

「銀
雀
山
漠
間
四
伴
文
』
(
文
物
出
版
社
、

一
九
八
五
)。

(
凶
)

た
と
え
ば
、
冒
頭
の
始
計
篇
に
「
孫
子
目
、
兵
者
、
図
之
大
事
、

死
生
之
地
、
存
亡
之
遁
、
不
可
不
信
用
也
、
」
と
あ
る
「
不
可
不
察
」

は
、
九
幾

・
地
形

・
九
地
に
も
見
え
、

『孫
子
』
の
常
用
表
現
と
い

え
る
が
、

『盛
子
』
の
十
論
、

「荘
子
」
在
宥

・
漁
父、

『管
子
』
正

世、

『穀
梁
』
定
元
、

『呂
氏
春
秋
』
『
萄
子
』
『
緯
非
子
』
な
ど
前
一二

世
紀
以
降
の
文
献
に
し
か
見
え
な
い
。

(
口
)

金
谷
治

「
二
つ
の

『孫
子
』|

|
『孫
蹟
兵
法
』
の
翻
誇
に
あ
た

っ

て
|
|
」

(『
孫
蹟
兵
法
」
、
東
方
書
庖
、

一
九
七
六)。

(
時
)
華
陸
綜

『尉地帽
子
注
調
押
」
(
中
華
書
局
、

一
九
七
九
三

(ω
)
戟
園
王
侯
の
在
位
年
代
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
史
記
戦
園
紀
年
考
」

(
『立
命
館
文
与
』
五
五
六
、
一

九
九
八
)
参
照
。

(
初
)

こ
の
稽
請
は
つ
と
に
田
和
(
前
四

O
四
l
前
三
八
五
)
の
制
作
し

た
子
禾
子
釜
に
見
え
る
。
そ
の
他
の
用
例
と
し
て
は
、
忌
子

(回
忌
、

『孫
脆
兵
法
』
矯
腕
渦
)
・
章
子
(
匡
章
、
『孟
子
』
離
婆
下
・

『戦

園
策
』
斉
策
六
)
・
嬰
子

(田
嬰
、

『戟
閤
策
』
資
策

一
・
貌
策
二

・

中
山
策
)
・
粉
子

(
田
粉
、
「
戦
図
策
』
斉
策
一

・
六
)
・
文
子
(
回

文
、
貌
策
二
)
な
と
が
あ
る
。

(
幻
)

本
ナ
祭
勤
「
〈
田
法
〉
議
疏
」

(上
掲
書
)
が
注
目
す
る
よ
う
に
、

宋

・
施
子
美

『施
氏
尉
練
子
講
義
』
に
は
「
尉
練
子
、
賢
人
也
」
と

あ
る
。

(
幻
)

秦
を
夷
秋
視
す
る
こ
と
は
、
貧
は

『管
子
』
小
匡
や

『公
羊
』
な

と
前
三
世
紀
の
費
地
の
著
作
に
よ
う
や
く
初
見
す
る
。
資
潜
王

(前

三
0
0
1
前
二
八
四
)
時
期
の
斉
秦
封
立
に
よ

っ
て
成
立
し
た
言
説

で
あ
る
。
拙
稿
「
春
秋
三
停
小
考
」
(
『東
豆
文
史
論
叢
』
一

、
二
O

O
三
)
参
照
。

(
お
)

『呉
子
』
に
つ
い
て
も

「孫
子
』
の
引
用
が
散
見
す
る
な
ど
、
斉

地
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
思
う
に
『
史
記
』
孫
子
呉
起

列
俸
に
立
樹
博
さ
れ
た
孫
武

・
孫
蹟

・
呉
起
は
、
そ
れ
ぞ
れ
楚

・
貌

・

秦
を
破

っ
た
将
軍
で
あ
る
。
貌
は
耳目の
後
育
で
あ
り
、
楚
-
E
日
・
秦

と
斉
が
春
秋
期
の
四
大
強
固
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
図
を
破
れ
ば
斉
の

中
園
制
覇
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(M
)
史
黛
枇
「
銀
雀
山
漠
簡

《
守
法
》《
{寸令
》
血ハ

《
墨
子
》
城{寸
等

諸
篇
」
(秦
始
皇
兵
馬
偏
博
物
館
編

『秦
備
秦
文
化
研
究
|
|
秦
偽

撃
第
五
届
皐
術
討
論
曾
論
文
集
』
、
侠
西
人
民
出
版
社
、
二

0
0
0
)
。
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(
お
)
李
撃
勤

「〈
団
法
〉
講
疏
」
(
上
掲
書
)
は
、
本
来
、
「
守
法

・
庫

法
・
市
法

・
李
法
・
回
法

・
上
扇
・
下
扇
」
を
上
段
に
、
「
要
言

・

王
兵

・
守
令
・
王
法
・
兵
令
」
を
下
段
に
記
し
た
も
の
を
篇
題
木
簡

が
誤
宵
局
し
た
も
の
と
す
る
。

(
お
)
銀
雀
山
漠
墓
竹
筒
整
理
小
組

『銀
雀
山
漢
墓
竹
筒
[
恵
三
』
(上

掲
)
。

(
幻
)
李
肇
勤
「
〈団
法
〉
講
疏
」
(
上
掲
書
)
。

(お
)

山
今
仲
勉
『
暴
一子
城
守
各
篇
簡
注
』
(
古
籍
出
版
祉
、

一
九
五
八
)

は
、
競
令
篇
所
見
の
令
・
丞
・
尉
・
三
老
・
五
大
夫
・
太
守
・
関
内

侯
・
公
乗
が
秦
{
呂
で
あ
る
と
い
う
蘇
時
拳

『墨
子
刊
誤
』
競
令
の
議

論
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
他
、
兵
技
巧
諸
篤
の
役
司
馬
・
都
司

杢
・
次
司
杢

・
丞
・
校
・

亭
尉

・
門
尉
・

泉
候
・
中
滑
な
ど
の
官
名

や
城
旦
の
刑
名
が
、
董
説
「
七
圏
考
』
で
は
、
六
図
に
見
え
な
い
こ

と
を
根
擦
に
、
兵
技
巧
諸
篇
の
少
な
く
と
も
一
部
分
が
秦
地
の
制
作

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

(
m
U
)

本
仲
勉
が
暴
げ
る
も
の
の
う
ち
、
備
城
門
に
三
老
、
迎
敵
洞
に
役

司
馬

・
校
、
旗
織
に
亭
尉
、
雑
守
に
都
司
杢

・
次
司
室
・
亭
尉
が
見

え
る
。
都
司
{
全
・
次
司
空
以
外
は
、
秦
官
と
は
特
定
で
き
な
い
。
す

な
わ
ち
、
三
老
は
『
史
記
』
越
世
家
「
武
霊
王
元
年
、
・
・
・
圏
三
老

年
八
十
、
月
致
其
種
、
」
な
ど
秦
以
外
の
記
述
に
も
見
え
る
。
役
司

馬

・
校
は
、
迎
敵
洞
で
は

「役
司
馬
射
自
門
右
」
「
校
自
門
左
」
と

針
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
見
あ
た
ら
な
い
。

亭
尉
は
他
書
に
見
え
な
い
。

(
初
)

孫
話
譲

『墨
子
関
詰
』
競
令
な
ど
。
関
内
侯
・

4
韓
非
子
』
鎖的学

に
「
関
内
之
侯
」
が
見
え
る
。
額
撃
は
韓
非
の
自
著
と
さ
れ
(
町
田

三
郎

『韓
非
子
』
、
中
央
公
論
紅
、
一
九
九
二
)
、
戦
園
後
期
に
秦
以

外
に
も
開
内
侯
の
爵
を
有
す
る
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
の
他
、

『
戟
闘
策
』
貌
策
一
「
秦
敗
東
周
」
章
に
も
貌
王
が
寅
屡
を
欄
内
侯

に
封
じ
よ
う
と
し
た
故
事
が
見
え
る
。
ま
た
『
呂
氏
春
秋
』
貴
信
に

は
斉
桓
公
の
故
事
と
し
て
「
魯
請
比
閥
内
侯
以
聴
」
と
あ
る
が
、
春

秋
期
の
記
述
に
は
傍
誼
を
得
な
い
。
五
大
夫
・

4
戦
園
策
』
楚
策
一

「
楚
社
赫
説
楚
王
以
取
越
」
章

・
越
策
三
「
星
空
潟
見
建
信
君
」
章
・

貌
策
四
「
貌
攻
管
而
不
下
」
章
に
そ
れ
ぞ
れ
楚
・
越
・
貌
の
五
大
夫

が
見
え
る
。

「目
氏
春
秋
』
長
見
に
は
楚
文
王
に
関
わ
り
五
大
夫
が

見
え
る
が
、
や
は
り
春
秋
期
の
記
述
に
は
傍
誼
を
得
な
い
。

(
訂
)
な
お
張
家
山
漢
簡

『奏
議
書
』
七
五
l
九
八
「
准
陽
{寸
行
勝
嫁
新

都
獄
」
僚
に
は
、
「
故
楚
爵
」
と
し
て
関
内
侯
・
大
庶
長
・
右
庶

長
・
五
大
夫
が
見
え
る
。
秦
楚
の
際
に
秦
爵
が
引
き
績
き
用
い
ら
れ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(日以)

「語
書
』
五
1
六
「
自
従
令
・
丞
以
下
智

(知
)
而
弗
奉
論
、
」

な
ど
枚
奉
の
暇
が
な
い
。

(
お
)

『孫
子
』
用
問
「
凡
箪
之
所
欲
撃
、
城
之
所
欲
攻
、
人
之
所
欲
殺
、

必
先
知
其
守
勝
・
左
右
・
謁
者
・
門
者
・
舎
人
之
姓
名
、
令
吾
開
必

索
知
之
、

」
な
ど
。

(
災
)
渡
漫
卓
「
墨
家
の
兵
技
巧
書
に
つ
い
て
」
(上
掲
)。

(お
)
鄭
で
は
、
『
左
傍
』
嚢
十
に
「
於
是
子
劇
賞
圏
、
子
園
篤
司
馬
、

子
耳
翁
司
室
、
子
孔
篤
司
徒
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
卿
た
る
子
耳
が

司
{
全
を
務
め
て
い
る
。

一
方
、
耳
目
で
は
、
成
十
八
に
「
右
行
辛
矯
司

室
、
使
惰
土
驚
之
法
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
夫
級
の
官
職
と
な
っ

て
い
る
。
司
室
の
地
位
の
低
下
を
先
駆
的
に
示
し
て
い
る
。
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(
お
)

『
秦
律
十
人
種
』
に
司
空
律
が
あ
る
ほ
か
、
後
律

一

律
雑
抄
」
二

0
・
四
O
に
「
司
{
会
」
が
見
え
る
。

(
幻
)

陳
直
「
《
墨
子

・
備
城
門
》
等
篇
奥
居
延
漢
筒
」
(
『中
園
史
研
究
』

一
九
八

O
l
こ

・
李
撃
勤
「
秦
簡
輿

《
盛
子
》
城
{
寸
各
篇
」
(
上
掲

書
)
。

(
お
)

上
註
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

『管
子
』
重
令

・
『商
君
書
』
君
臣
に

は
「
姦
邪
」
の
成
語
が
見
え
る
。

(
ぬ
)

孫
話
誠

『墨
子
開
詰
』
は
「
面
」
を
則
天
文
字
に
閥
連
づ
け
る
が
、

そ
れ
で
は
、
「
市
」
が

『墨
子
』
の
競
令
篇
と

4
経
上
第
四
十
l
小

取
第
四
十
五
の
塁
鰭
諸
篇
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。

『史
記
』
秦
始
皇
本
紀
「
名
潟
政
」
は
、
始
皇
の
設
を
「
政
」
と
す

る
が
、
『
史
記
集
解
』「
徐
成
田
、

一
作
正
、

{木
忠
回
、
以
正
月
日
一生、

故
名
正
、
」
に
よ
れ
ば
、
誌
は
「
正
」
と
な
り
、
「
政
」
を
遊
説
す
る

の
は
「
正
」
を
含
む
た
め
と
な
る
。

(ω
)
李
撃
勤
「
秦
関
輿
《
塁
子
》
城
守
各
篇
」
(
上
掲
書
)
。

(
M
U
)

籾
山
明
「
法
家
以
前
|
|
春
秋
期
に
お
け
る
法
と
秩
序
|
|
」

(『
東
洋
史
研
究
』
三
九

!
二
、

一
九
八

O
)
は
、
戟
図
期
の
法
秩

序
を
、
春
秋
期
に
は
戦
時
に
限
定
さ
れ
て
い
た
巌
格
な
秩
序
原
理
を
、

枇
舎
の
軍
事
的
再
編
成
に
よ

っ
て
平
時
の
枇
舎
に
蹟
大
し
た
も
の
と

す
る
。
こ
の
理
解
は
、
軍
法
か
ら
律
が
分
化
努
展
す
る
過
程
と
讃
み

替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
律
の
起
源
に
閥
わ
る
問
題
と
し
て
爾

後
の
検
討
に
委
ね
た
い
。

(
必
)

浅
野
裕

一
「
諸
子
百
家
は

《
論
語
》
を
ど
う
積
ん
だ
か
」

(『
月
刊

し
に
か
」
一
一
一
|
二
、
二
O
O
二
。

(
必
)
律
の
制
定
過
程
を
窺
わ
せ
る
材
料
と
し
て
、

一
六

・
「秦

『二
年
律
令
』
津
閥

令
四
八
八
l
四
九

一
「
御
史
言
、
越
塞
閑
閥
、
論
未
有
口
、
請
閑
出

入
塞
之
津
開
、
:
・
・
制
臼
可
、
」
が
あ
る
。『
奏
誠
香
』
一

四
六

「撃

反
群
盗
、
傷
乏
不
闘
、

論
之
有
法
、」

・
『
漢
書
』
准
南
衡
山
湾
北
王

偲
「
亡
之
諸
侯
、
務
室
事
人
、
及
舎
匿
者
、

論
皆
有
法
、
」
を
参
照

す
れ
ば
、
「
論
未
有
口
」
の
「
口
」
は
「
法
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
「
越
塞
閑
閑
」
に
針
す
る
「
論
未
有
法
」
の
状
態
が
縫
縦
し
、
そ

れ
が
問
題
化
す
る
と
い
う

一
定
の
時
間
的
推
移
が
窺
わ
れ
る
。
古同組

期
に
お
い
て
、
賊
律

一
l
二
制
定
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
、
諸
侯
王

と
の
一
定
期
間
に
わ
た
る
交
戦
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

(ω
)
銭
宗
願
・
王
輝

『秦
出
土
文
献
編
年
』
(
新
文
輩
出
版
公
司
、

二

0
0
0
)
。

(
必
)

拙
稿
「
塁
子
小
考
」
(
上
掲
)。
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〔
附
記
〕
本
文
で
は
競
令
篤
の
「
同
産
」
を
論
擦
に
、
始
自
主
即
位
以
前
の

秦
に
お
い
て
「
同
蓬
」
の
語
集
が
す
で
に
存
在
し
た
と
主
張
し
た
。
そ
の

後
、
鷲
尾
祐
子
氏
(
立
命
館
大
山
学
講
師
)
よ
り
、
睡
虎
地

『日
書
甲
種
』

五
四
正
参
1
五
五
正
参
「
戊
午
去
父
母
同
生
、
異
者
焦
指
晶
、
居
市
博
、
」

・

『白
書
乙
種
』
一

O
六
萱
「
以
生
子
、
母

(無
)
{じ
同
生
、
」
の
「
同
生
」

が
「
同
蓬
」
に
酋
た
る
の
で
は
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
従
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
秦
漠
律
に
お
け
る
「
畜
生
」
「
畜
産
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
腫
虎
地
秦
簡
で
は
、
「
古
田
生
」
は
金
布
律
七
七
な
ど

一
三
例
が
あ
る
が
、
「
富
国
産
」
は

『法
律
答
問
』
一

O
八
・

「封
診
式
』
八

の
二
例
を
鍛
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
針
す
る
に

『二
年
律
令
』
で
は
賊
律
四

九
以
下
、
宇
宙
産
」
ば
か
り
が
六
例
見
え
る
。
始
皇
期
に
「
畜
生
」
か
ら

「京
国産
」
へ
の
交
替
が
後
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
連
の
推
移
と
し
て
、



「
同
生
」
が
「
同
産
」
に
交
替
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
競
令
篇
が
、

異
健
字
「
缶
」
の
存
在
か
ら
、
始
皇
以
前
に
成
書
し
、
始
皇
以
後
に
抄
骨
局

さ
れ
た
こ
と
は
本
文
に
論
じ
た
が
、
こ
の
抄
窮
に
お
い
て
「
同
生
」
も

「
同
産
」
に
改
愛
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
現
象
と
し
て
、
「
緊

首
」
「
豚
官
」
の
出
現
を
翠
げ
う
る
。
「
緊
首
」
は
、
睡
虎
地
秦
簡
に
は
見

え
ず
、

『日
書
甲
種
』
一
七
正
武
「
平
日
、
可
以
取
妻
、
入
人
、
起
事
、
」

を
放
馬
灘

『白
書
甲
種
』

一
六
が

「平
日
、
可
取
妻
、
祝
詞
、
賜
客
、
可

以
入
禁
首
、
作
事
士
口
、
」
に
作
る
(
『
秦
出
土
文
献
編
年
』
(
上
掲
)
に
よ

る
)
。
「
斡
首
」
の
採
用
に
つ
き
、
『
史
記
』
秦
始
自
主
本
紀
に
は
、
二
十
六

年
(
前
一
一
一
一
一
)
に
「
更
名
民
日
緊
首
」
と
あ
る
が
、
八
年
(
前
二
三

九
)
に
成
書
し
た

『口
口
氏
春
秋
』
に
頻
見
す
る
の
で
、
そ
れ
以
前
と
な
る
。

『
史
記
索
隠
』
絡
侯
周
勃
世
家
に

「賂
官
謂
天
子
也
」
と
解
さ
れ
る
よ
う

な
「
懸
官
」
は
、

『二
年
律
令
」
に
は
頻
見
す
る
が
、
陸
虎
地
律
に
は
見
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え
ず
、
龍
山
岡
律
一

0
0
・
一
一
一
一
に
よ
う
や
く
見
え
る
。
『
秦
律
十
人
種
』

金
布
律
八
六
「
公
器
不
可
繕
者
」
を

『二
年
律
令
』
金
布
律
四
三
五
が

「
豚
官
器
倣
不
可
繕
者
」
に
作
る
な
ど
の
事
例
か
ら
、

「公」

が

「
際
官
」

に
改
愛
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
一
方
で
、
本
文
で
斉
地
の
作
と
推
定
し
た

「
墨
子
』
雑
守
に
「
先
邸
中
係
官
室
居
官
府
不
急
者
」
と
見
え
、

『
奏
議
書
』

一
七
四
l
一
七
九
に
は
「
異
時
魯
法
」
と
し
て
「
諸
以
前
脚
{
呈
字
詰
其
上
者
、

以
白
徒
罪
論
之
、
」
と
見
え
る
。
拙
稿
「
史
記
戦
園
紀
年
考
」
(
上
掲
)
に

論
じ
た
よ
う
に
、
魯
の
滅
亡
は
前
二
五

O
年
と
推
定
さ
れ
、
「
豚
{
呂
」
が

そ
れ
以
前
に
、
斉

・
魯
な
ど
の
東
方
諸
園
で
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
知
る
。
秦
律
に
お
け
る
「
公
」
↓
「
豚
官
」
の
縛
換
は
、
あ
る
い
は

秦
の
統
一
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
資
料
の
増
加
に
つ
れ
て
、
秦
律
に
つ
い
て
も
戦
図
期
か
ら
統
一
期
に

か
け
て
の
漸
進
的
な
繁
容
を
窺
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
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supported education of the public schools in Changsha, resisted the Qing govern-

ment by representing the opinion of the gentry of Changsha, the educational realm

centered around Hu Yuantan and the educational staffs of the public schools be-

came the base of support for the gentry of Changsha around Tan Yankai who were

known politicallyas the constitutionalists.Furthermore, the educational sphere,

with the ｅχceptionof those gentry who devoted themselves to educational activi-

ties and did not involve themselves in politicsas had Hu Yuantan, produced gentry

who participated directlyin politicalaffairs.This was the form of the new educa-

tional realm created by the educational reform in Changsha in Hunan during the

late Qing.

ON THE CHAPTERS CONCERNED WITH

MILITARY TECHNIQUES IN THE MOZI

　　　　　　

YOSHIMOTOMichimasa

　　

Most scholars have presumed on the basis of analyses of ｃｅｄ血terms ｃｏｎ一

岫led m the chapters on militarytechniques in the Mozi that those sections of the

text had been compiled within the Qin state during the Waning States period or

after the Former-Han. These assumptions were advanced on the basis of analyses

of the literature,but as regards the Warring States period, the only references to

the Qin were abundant, and it was impossible to reach ａ 趾ｍ conclusion. Since the

1970s, many written materials have been ｅχcavated, and conditions for the study

of such written materials have improved remarkably. For instance, the Qin Code

transcribed on bamboo strips excavated at Shuihudi 睡虎地and Longgang 龍尚

townships, Yunmeng雲夢prefecture, Hubei demonstrates the actual condition of

the Qin state from the Warring States period to the Qin period. Secondly, the

thirteen chapters containing“Shoufa" 守法and “Shouling” 守令chapters trans一

cribed on Han bamboo strips excavated at Yinqueshan 銀雀山township, Linyi

臨訴in Shandong, which contain descriptions of military techniques common to

chapters on military techniques, are presumed to have been compiled in the Qi

state. They demonstrate the differences between Qin and Qi during the Warring

States period. Thirdly･ the Han Code transcribed on bamboo strips excavated at

Zhangjiashan張家山township, Jiangling江陵, in Hubei shows changes from the

Qin to the Han. The author attempts to elucidate the process of compilation of the

chapters on miMtary techniques on the basis of ａ general analysis of these newly
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excavated materials｡

　　

In the ＆st portion of this article,the author concludes on the basis of analy-

ses of certain stereotyped eχpressions and terms found in the tｅχisthat the chap-

ters on military techniques can be divided into four groups, i. e., group l，subdi-

vided into chapters on Beichengmen 備城門, Beishui備水, and Beitu 備突; group

II, divided into Beigaolin 備高臨, Beiti備梯, Beixue備穴, and Beiy迂ｕ備蟻傅

chapters; group Ill, divided into Yingdici 迎敵祠, Qizhi旗幟, and Haoling 琥令

chapters; and group IV, Zashou雑守. In the second portion of this article,the au-

thor concludes on the basis of comparative analyses of the“Shoufa” and “Shou-

nng” chapters and the Beichengmen and Haoling chapters that the “Shoufa” and

“Shouling” chapters quote the Beichengmen and Haoling chapters and that some

chapters on military techniques had already been compiled together before the

compilation of the“Shoufa” and“Shouling”chapters in the Qi kingdom in the later

half of the third century B.C. In the third portion of this article,the author con-

eludes on the basis of ａ comparative analysis of the Haoling chapters with the Qin

Codes from Shuihudi and Longgang and the Han Code from Zhangjiashan that the

Haoling chapter reflects militarylaws of the Qin state in the former half of the

third century B.C. Additionally, the author presumes that after the chapters of

group II were compiled in areas of Qi and Lu, then the chapters of group l were

compiled under the influence of the chapters in group Ill, which had been lntro-

duced from the Qin area, and finally,group IV, the“Zashou” chapter, was com-

piled by rearranging the other chapters, and that at least the chapters of groups l

and Ill had already been collected together into one text and had circulatedin Qi

when the“Shoufa” and “Shouling”chapters were compiled.
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DING ZHITANG'S ＳＨＩ-ＹＩＮ-ＺＨＡＩＳＨＥ-ＢI

Yamada Masaru

　　

Ding Zhitang Ｔ治案(1837-1902), who was from Hezhou 合州, Chongqing in

Sichuan, composed the pre-modem novel Ｓｈｉ-ｙin一ｚhatshe-bt仕隠斎渉筆.Ａ classic

example of the local elite,Ding's ｏ伍cialpost was no more than that of an educa-

tor, and spent nearly his entire 誕ｅwithout leaving Sichuan. Precisely because of

this fact, the pre-modem novel Shi-yin一zhaishe一bi,which he penned ｍ the last

year of his ほｅ contains various“rumors" that circulatedin society of Sichuan ｍ
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